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令和２年９月16日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第９号）

○議案第２号 令和２年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計補正予算（第１号）

○議案第３号 令和２年度宮崎県営国民宿舎特

別会計補正予算（第１号）

○議案第16号 工事請負契約の変更について

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県機械技術振興協会

公益財団法人宮崎県産業振興機構

公益財団法人宮崎県観光協会

公益財団法人宮崎県国際交流協会

公益財団法人宮崎県建設技術推進機構

宮崎県道路公社

宮崎県住宅供給公社

○請願

・請願第３号 「労働者に対する支援の抜本的

拡充を求める意見書」の採択を

求める請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・宮崎県中小企業振興条例及びみやざき産業振

興戦略に基づく主な取組について

・みやざきグローバルプランに基づく主な取組

について

・令和元年宮崎県観光入込客統計調査結果（概

要）について

・県営国民宿舎の現状等について

・台風10号の被害状況について（速報）

・美しい宮崎づくり推進計画に基づく主な施策

（令和元年度）について

出席委員（８人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 西 村 賢

委 員 日 髙 利 夫

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 松 浦 直 康

商工観光労働部次長 岩 本 真 一

企業立地推進局長 中 嶋 亮

観光経済交流局長 丸 山 裕太郎

商 工 政 策 課 長 山 下 弘

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

企 業 振 興 課 長 串 間 俊 也

食品・メディカル
日 高 一 興

産 業 推 進 室 長

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長 大 衛 正 直

観 光 推 進 課 長 髙 橋 智 彦

スポーツランド
飯 塚 実

推 進 室 長

平 山 文 春オールみやざき営業課長

藤 山 雅 彦工業技術センター所長

山 田 和 史食品開発センター所長

矢 野 雅 博県立産業技術専門校長

県土整備部

令和２年９月16日(水)
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県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

県土整備部次長
吉 村 達 也

（ 総 括 ）

県土整備部次長
西 田 員 敏

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
石 井 剛

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 松 新廣

部 参 事 兼
斎 藤 孝 二

管 理 課 長

用 地 対 策 課 長 伊 豆 雅 広

技 術 企 画 課 長 境 光 郎

工 事 検 査 課 長 杉 本 一 隆

道 路 建 設 課 長 国 府 紀 夫

道 路 保 全 課 長 有 馬 誠

河 川 課 長 小 倉 弘 康

ダ ム 対 策 監 平 島 充 治

砂 防 課 長 小 牧 利 一

港 湾 課 長 平 部 隆 典

空 港 ・ ポ ー ト
大 浦 浩一郎

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 横 山 義 仁

美しい宮崎づくり
梅 下 利 幸

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 金 子 倫 和

営 繕 課 長 巢 山 昌 博

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道対策局次長 多 田 昌 志

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 査 増 本 雄 一

ただいまから商工建設常任委員○武田委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

当委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

。○松浦商工観光労働部長 おはようございます

商工観光労働部でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

まず、９月６日から７日にかけまして九州に

接近いたしました台風10号につきまして、当部

所管の被害状況について関係団体を通じまして

確認をいたしましたところ、強風による店舗の

看板とか雨どい、窓ガラス等の破損、そういっ

た報告が多数ございました。そのほかに公園、

、 、観光地等における倒木でありますとか 遊歩道

海水浴場における流木の漂着等があったところ

でございます。

また、御案内のとおり椎葉村におきまして建

設業者の自宅、それから事務所が土砂崩れに遭

いまして４名の方々が安否不明という状況でご

ざいます。被害に遭われました皆様に心からお

見舞いを申し上げますとともに、一刻も早く発

。見されるように願っているところでございます

それでは、本日御審議をお願いいたしており

ます事項につきまして、概略を御説明させてい

ただきます。

お手元の常任委員会資料の表紙、目次のとこ

ろを御覧ください。
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まず、Ⅰ、議案でありますが、これは新型コ

ロナウイルス感染症関連の６つの事業につきま

して補正をお願いしているものでございます。

それから、Ⅱ、報告事項であります。これは

県が出資しております法人の経営状況について

の御報告でございまして、４団体いずれも公益

財団法人でありますが、宮崎県機械技術振興協

会、宮崎県産業振興機構、宮崎県観光協会、宮

崎県国際交流協会の４つの団体について御報告

をするものでございます。

Ⅲ、その他報告事項といたしまして、４件予

定しております。まず、宮崎県中小企業振興条

例及びみやざき産業振興戦略に基づく主な取組

の状況について、次に、みやざきグローバルプ

ランに基づく主な取組について、次に、令和元

年宮崎県観光入込客統計調査結果（概要）につ

いて、そして、県営国民宿舎の現状等について

の４つの項目でございます。

それぞれ詳しくはまた御説明いたしますけれ

ども、以上でございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

続きまして、議案についてでございますけれ

ども、今回３つの補正予算の議案をお願いして

おります。

まず、議案第１号「令和２年度宮崎県一般会

計補正予算（第９号 」であります。）

商工観光労働部一般会計歳出につきまして、

表にありますとおり補正前の額が562億8,905

万2,000円でありまして、今回補正として45

億8,635万2,000円をお願いしております。これ

によりまして補正後の額が608億7,540万4,000円

となります。

あわせまして、債務負担行為の限度額の変更

をお願いしております。表にありますとおり中

、 、小企業融資制度の損失補償につきまして 現在

限度額が２億6,000万円となっておりますのを４

億3,000万円に引上げをお願いしているところで

ございます。

議案第２号「令和２年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特別会計補正予算

（第１号 」であります。）

歳入・歳出とも補正前の額が305万円でありま

して、今回補正として87万1,000円の増額をお願

いしております。これによりまして補正後の額

が392万1,000円となります。

それから、議案第３号「令和２年度宮崎県営

国民宿舎特別会計補正予算（第１号 」でありま）

す。

歳入・歳出とも補正前の額が6,618万9,000円

でありまして、今回補正として9,555万9,000円

をお願いしております。これによりまして補正

後の額は１億6,174万8,000円となります。

２ページの表は課ごとの予算の状況でござい

ます。

４ページをお開きください。

今回、議案第１号としてお願いをしておりま

。す補正予算事業の６つの事業を掲げております

それぞれの詳細につきましては担当課長のほう

から御説明いたしますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

私からは、以上でございます。

。○山下商工政策課長 商工政策課でございます

議案第１号「令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第９号 」について、御説明いたします。）

お手元の令和２年度９月補正歳出予算説明資

料の青いインデックス 商工政策課のところ 51、 、

ページをお開きください。

補正額は左から２列目の補正額の欄にありま

すとおり、一般会計43億7,568万1,000円の増額

補正をお願いするものです。



- 4 -

令和２年９月16日(水)

補正後の一般会計の額は右から３列目の欄に

あるとおり、515億9,493万4,000円となります。

53ページをお開きください。

補正の内容でございますが （事項）中小企業、

金融対策費につきまして、説明欄の１、中小企

業融資制度貸付金、２、中小企業金融円滑化補

助金、３、中小企業融資制度利子補給をお願い

するものです。

次に、その下の（事項）小規模事業対策費に

つきまして、説明欄の新規事業、商工会等指導

環境整備事業をお願いするものです。

さらに、その下の（事項）中小商業活性化事

業費につきまして、説明欄の新規事業、みやざ

き応援消費促進事業をお願いするものです。

各事業の詳細につきましては、常任委員会資

料で御説明いたします。

。常任委員会資料の５ページをお開きください

新規事業、みやざき応援消費促進事業であり

ます。

１の事業の目的・背景ですが、新型コロナウ

イルス感染症のさらなる感染拡大に伴い、休業

要請などにより県内の飲食店は特に大きな打撃

を受けていることから 国のＧｏＴｏＥａｔキャ、

ンペーンを活用した強力な消費喚起を実施する

とともに、幅広い業種を対象としたプレミアム

付商品券の追加発行など、地域の実情に応じた

。商業振興施策を行う市町村を支援するものです

２の事業の概要ですが、予算額は８億4,193万

円で、事業の実施主体は食事券発行事業者であ

る一般社団法人宮崎県商工会議所連合会及び各

市町村であります。

事業内容ですが、①のＧｏＴｏＥａｔひなた

食事券発行支援事業は、国が実施するプレミア

ム率25％のＧｏＴｏＥａｔキャンペーンの食事

券発行事業について、受託者である宮崎県商工

会議所連合会に対し、プレミアム率５％分と事

務経費を補助するものであり、これによりプレ

ミアム率30％の食事券を総額約20億円分発行す

るものです。

販売時期は、今後の感染状況等にもよります

が、10月頃を予定しております。

②のプレミアム付商品券等域内消費喚起支援

事業は、各市町村が現在実施しているプレミア

ム付商品券事業の商品券の追加発行支援や、市

町村がそれぞれの地域の実情に応じて実施する

振興対策に支援を行うものです。

３の事業の効果ですが、新型コロナウイルス

の影響が特に大きい飲食店を対象としたプレミ

アム付食事券の発行支援や、幅広い業種を対象

としたプレミアム付商品券の追加発行など、県

民の消費喚起を促すことにより、本県経済の回

復が図られるものと考えております。

次に、６ページを御覧ください。

新規事業、商工会等指導環境整備事業であり

ます。

１の事業の目的・背景ですが、新型コロナウ

イルス感染症対策として、現在、国や県、市町

村が様々な対策を講じておりますが、商工会議

所、商工会がそれらの事業の主体となって最前

。線で商工業者の指導や支援に当たっております

このような取組を行うに当たり、情報機器類

の充実や地域の商工業者が安心して商工会等を

利用するための環境整備が必要なことから、指

導に必要な情報機器を整備し、パーティション

設置などの感染予防対策を図るものです。

２の事業の概要ですが、予算額は2,350万円、

実施主体は一般社団法人宮崎県商工会議所連合

会ほか記載のとおりでございます。

、 、事業内容ですが ①の情報システムの整備は

商工会連合会と各地区商工会を結ぶインター
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ネットや共有するファイルサーバーに必要なル

ーターの整備を行うものです。

②の経営指導環境整備は、指導環境の向上や

感染予防対策を充実させるため、パソコンの整

備やパーティション設置などの備品の整備を行

うものです。

３の事業の効果ですが、情報関連機器の整備

等により効率的な指導が図られるほか、感染対

策を行うことで、県民や商工業者が安心して会

館を利用できる環境が整うものと考えておりま

す。

次に、７ページをお開きください。

中小企業金融対策費であります。

１の事業の目的・背景ですが、新型コロナウ

イルス感染症により影響を受けている中小企業

者の資金繰りを支援するため、今後の資金需要

に対して十分な融資枠を確保するものです。

２の事業概要ですが、補正額は35億1,025

万1,000円、財源は記載のとおりです。

（３）の事業内容は、新型コロナウイルス感

。染症関連の融資枠の拡大を行うものであります

。具体的には右側の８ページで御説明いたします

８ページを御覧ください。

まず、上の段の新規融資枠の推移を御覧くだ

さい。

左端の図から順に新型コロナ関連の融資枠と

して、当初予算で50億円、４月補正で340億円、

６月補正で1,000億円を確保したところですが、

、融資の申込みが想定を超えて増加してきており

今後の資金需要を見込んで右端の図にあります

ように1,800億円に拡大するものです。

次に、下の段のコロナ関連の融資実績を御覧

ください。

図の右下の太枠の欄にありますとおり、７月

末までの融資が累計で6,379件 金額にして約975、

億円となっております。

資料の７ページにお戻りください。

（３）の事業内容の①から④に事業の内訳を

記載しております。

①の貸付金は、金融機関への原資預託であ

り、31億円を追加でお願いするものです。

②の円滑化補助金は、軽減した保証料相当分

を信用保証協会に補助するもので 7,625万1,000、

円を追加でお願いするものです。

③の損失補償金は、代位弁済によって生じた

信用保証協会の損失分について、一定割合を補

償するもので、今後、さらに融資の増加が見込

まれますことから、債務負担行為において限度

額を変更するものです。

④の利子補給は、金融機関への委託により国

庫を財源とした事業者への利子補給を行うもの

で、利子補給金の追加として、３億3,400万円を

見込んでおります。

３の事業の効果としましては、中小企業の負

担軽減を行い、円滑な資金繰りを支援すること

によって事業継続を後押しできるものと考えて

おります。

商工政策課の説明は以上であります。

。○串間企業振興課長 企業振興課でございます

企業振興課の９月補正予算につきまして、御説

明いたします。

令和２年度９月補正歳出予算説明資料の企業

振興課のインデックスのところ、55ページをお

開きください。

今回の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますとおり、6,000万円の増額をお願いし

ておりまして、補正後の額は右から３列目にあ

りますように23億8,052万円となります。

57ページをお開きください。

（事項）地域企業再起支援事業費6,000万円の
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説明欄のところ、地域中小企業等回復支援事業

であります。

別冊の常任委員会資料で御説明させていただ

きますので、常任委員会資料の９ページをお開

きください。

この事業は、６月補正予算において御承認い

ただいたものでございまして、１の事業の目的

・背景にありますように、新型コロナウイルス

感染症により影響を受けている県内中小企業等

の業績回復や事業拡大に向けた取組を支援する

ものであります。

２の事業の概要でありますけれども （５）の、

①に下線を引いております。この事業につい

て6,000万円の増額をお願いするものでございま

す。

その内容といたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けた中小企業等が、販路

回復や新分野進出などに取り組む経費を補助す

るものでございます。

最後に、３の事業効果にありますように、県

内企業の業績回復のための支援を行い、本県経

済の回復につなげていきたいと考えているとこ

ろでございます。

、 。企業振興課からの説明は 以上でございます

それでは、雇用労働○兒玉雇用労働政策課長

政策課の補正予算について御説明いたします。

お手元の令和２年度９月補正歳出予算説明資

料の雇用労働政策課のインデックスのところ 59、

ページを開きください。

今回の補正でございますが、5,424万1,000円

の増額補正をお願いしておりまして、補正後の

額は右から３番目の欄にありますように17

億9,722万3,000円となります。

61ページをお開きください。

（事項）地域雇用対策推進費の説明欄１のと

ころ 新規事業 離職者採用企業支援事業 5,424、 、 、

万1,000円でありますが、別冊の常任委員会資料

で御説明いたします。

。常任委員会資料の10ページをお開きください

まず、１の事業の目的・背景でありますが、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、

新規求人数の減少等により本県の有効求人倍率

も低下傾向にある中、離職等を余儀なくされた

方々の再就職に向けた環境は厳しい状況にあり

ますことから、企業の採用意欲低下を防ぐこと

により、コロナ関係離職者の不安の解消と早期

就労を図るものでございます。

次に、２の事業の概要の（５）事業内容につ

いてでありますが、離職を余儀なくされた方々

の再就職を後押しするため、正規雇用労働者と

して雇用した事業者に対し 採用者１人につき10、

万円を給付するものでございます。

３の事業効果としましては、給付金を支給す

ることにより、コロナ関係離職者等の雇用機会

の確保や早期就労につながるものと考えており

ます。

当課の説明は、以上でございます。

。○髙橋観光推進課長 観光推進課でございます

観光推進課の補正予算について御説明いたし

ます。

お手元の９月補正歳出予算説明資料、観光推

進課のインデックスのところで63ページをお開

きください。

今回お願いいたします９月補正予算額につき

ましては、１億9,286万円となっております。

、 、内訳といたしましては 一般会計が9,643万円

特別会計につきましては、えびの高原スポーツ

レクリエーション施設特別会計が87万1,000円、

県営国民宿舎特別会計が9,555万9,000円でござ

います。
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この結果、補正後の予算額は右から３列目の

とおり、一般会計が31億2,029万1,000円、特別

会計が１億6,566万9,000円となります。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

65ページをお開きください。

まず （事項）県営宿泊休養施設改善対策費の、

説明欄の１の（１ 、新規事業、安全・安心国民）

宿舎等受入環境整備費9,555万9,000円、次に、

（事項）観光振興費の説明欄の１の（１ 、新規）

事業、安全・安心国民宿舎等受入環境整備費87

万1,000円につきましては、それぞれ県営国民宿

舎特別会計とスポーツレクリエーション施設特

別会計への繰出金となっております。

なお、事業内容の詳細につきましては、後ほ

ど別冊で御説明いたします。

以上が一般会計の事業でございますが、続い

て、66ページをお開きください。

今しがた御説明いたしました一般会計からの

繰出金を受けて事業を行う特別会計でございま

す。

まず、えびの高原スポーツレクリエーション

施設特別会計でございますが （事項）県営えび、

の高原スポーツレクリエーション施設運営費87

万1,000円。

、 、続きまして 67ページでございますけれども

県営国民宿舎特別会計でございます （事項）国。

「 」 、民宿舎 えびの高原荘 運営費4,645万5,000円

その下の（事項）国民宿舎「高千穂荘」運営

費4,910万4,000円につきましては、別冊の常任

委員会資料で御説明させていただきます。

常任委員会資料11ページをお開きください。

新規事業、安全・安心国民宿舎等受入環境整

備事業でございます。

まず、事業の目的・背景でございますが、県

営国民宿舎等において、宿泊客等が安心して快

適に施設を利用できるよう、新型コロナウイル

ス感染症対策に資する受入環境整備を行うこと

によって受入体制の充実・強化を図るものでご

ざいます。

次に、２の事業の概要でございますが、予算

額はえびの高原荘、高千穂荘を合わせまし

て9,643万円であります。

以下 （２）財源 （３）事業期間 （４）事、 、 、

業主体につきましては御覧のとおりでございま

す。

（５）の事業内容でございますが、主な環境

整備の内容につきましては、換気対策として空

調設備改修や排煙窓等の修繕を行うとともに、

接触感染予防対策としてカーペット等の張替え

などを行うものでございます。

３の事業効果でございますが、新型コロナウ

イルス感染症対策に資する受入環境の整備を行

うことで、宿泊客等による一層の安全安心な利

用が図られるものでございます。

なお、県営国民宿舎の現状等の詳細につきま

しては、後ほどその他報告事項の中で御説明さ

せていただきます。

当課からの説明は、以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

中小企業金融対策費について伺い○西村委員

たいと思います。

このような融資制度があるおかげで厳しい県

内の中小企業が非常に助かっていて、現状の倒

産件数とかを見ても、まだ大幅に増えていない

のはこういう融資によって助けられていると思

うんですが 企業によっては融資の返済が始まっ、

たときにさらに厳しくなるという話も聞いてお

りますし、これは宮崎県のみならず全国的に同
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じような状況ではないかと言われています。

それぞれの企業の体力にもよりますが、１年

後、２年後、３年後を考えたときに、この丸々

融資したものがしっかりと100％返って来るのが

本来の希望ですけれども、そういうわけにもい

かないのではないかと現状では思うんですが、

そのあたりを厳しく考えているのかどうか、

ちょっと伺ってみたいと思います。

現在の県内でのコロ○長倉経営金融支援室長

ナ関連の倒産件数は、本年度４月から８月まで

で４件ということでありますけれども、今後増

えてくると予想されております。

また、同じく民間信用調査会社のアンケート

調査によりますと、休廃業につきましても、廃

業を検討する可能性のある中小企業が、九州・

。沖縄地区で6.77％というデータが出ております

宮崎県内の中小企業数が３万4,800社ほどですの

で、単純に6.77％を当てはめると2,000社を超え

る休廃業が発生する恐れがあるところで、非常

に深刻な数字だと受け止めております。

このコロナの影響下において、まずは資金繰

り対策ということで、これまで今回を入れます

と３度の補正をしながら融資枠を拡大して資金

繰り支援に迅速に当たってきたところでござい

ますけれども、今後、委員がおっしゃるように

廃業や倒産などで返せなくなるというところに

ついては、我々としても憂慮しているところで

ございます。

もちろん金融機関の皆様には、事業者に寄り

添った形で融資をしていただいているところで

ありまして、また融資後のアフターフォローと

いいますか、モニタリング等もお願いをしてい

るところで、状況については注視してまいりた

いと考えております。

まず、資金繰りについては、金融機関のお話

を聞くと一巡したという感じではあるんですけ

れども、本業のほうが回復しない限りは返済も

ままならないという状況なので、今回の県の補

正予算でも経済回復のための予算をお願いして

いるところですので、そのような形で支援を行

いながら経済の回復を図りつつ、金融機関とも

連携して経営支援を行いながら、なるべく返済

が滞らないような形でフォローしていきたいと

考えております。

丁寧な答弁ありがとうございまし○西村委員

た。これはなかなか読めないもので、地域経済

自体がどれだけ元の水準、もしくは業種によっ

ては、そこまで戻らないところもあるんでしょ

うけれども、金融機関等々は、場合によっては

自分たちの貸し出したものはしっかりと回収し

ていくけれども、こういう公的融資については

後回しにしていく可能性もあるんじゃないかな

と、ちょっとうがった見方もしてしまうんです

が、そういったことにもしっかりと目を光らせ

ていただきたいと思いますし、それぞれの体力

にも応じると思うんですが、中小企業の経営を

しっかりとサポートしていけるような経済対策

も打たないといけないと思います。それを行政

がどこまでできるのか、市場の原理というのが

一番大きいと思いますので、過保護になり過ぎ

てもだめだと思いますし、そういうところも重

、 、々分かっていると思うのですが 先の見えない

この１年後、２年後、体力がどこまでもつか分

からない中小企業にしっかりと寄り添っていた

だきたいと思います。

私もこの問題は今回の代表質問の○山下委員

中でも取り上げさせていただきましたが、１件

当たり1,500万円の借入額だったと思うんです。

それで、今、西村委員からもありましたように

今回のこの制度は中小企業の皆さん方は救い
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だったと思うんです。というのは、コロナが発

生してから一番大変だったのは４月、５月だっ

。 、たと思うんです そのころ持続化給付金が出る

早め早めの対策で皆さん方は急場をしのげたと

、 、いう状況だっただろうと思うんですが 一時期

やっぱり中小企業の皆さん方から景気の低迷で

悲鳴が上がっておりました。この貸付事業が出

てから我々にもさほど声が上がって来なくなっ

たという現状だったんです。今回、聞いてみま

したらこれだけの件数が出てきた、1,000億円も

目前に貸出しが出ているということで、私が一

、 、番心配したのは 10年間のうち無利子が３年間

７年間は有利子で償還していかないといけない

ということですよね。もう１度確認したいんで

すが、この有利子の利息は何％でしたか。

全国統一要件の新型○長倉経営金融支援室長

コロナウイルス感染症対応資金で申しますと、

セーフティーネット保証４号を使った場合に融

資利率は融資期間に応じて年0.7％～1.2％に

なっております。

0.7％～1.2％ですよね。これを７○山下委員

年間で払っていくんですが、皆さん方は急場を

しのぐため、この借入金で、払えなかった労働

賃金を払ったり、支払いが別の借入れの償還金

として払ったり、いろんな充当をされたと思う

んですが、非常に心配するのは、償還が来た４

年目に、よほど景気が回復して売上げを伸ばし

ていかないと支払いに苦慮するだろうなと。

コロナがこんな騒ぎとなったのは２月ぐらい

でしたから、その時点に戻すためにはよっぽど

経営者がしっかりしていかないと。今年予想も

しない借入れまでして一時期をしのいで、今度

はそれだけの利益を追及していかないと、余計

な支払いもしていかないといけないということ

ですから、中小零細企業はしっかり考えておか

ないと、４年目からかなり倒産してくるような

気がしてなりません。

そのことで皆さん方もいろいろ支援策を講じ

て、今回、また1,800億円まで増やすということ

ですので、ＧｏＴｏＥａｔについて説明してい

ただきましたが、ＧｏＴｏキャンペーンをひっ

くるめて総体的に県民に向かってアクセルを

ちょっとふかして、みんながそういう気持ちに

なっていかないと、ここ半年ぐらい巣ごもり状

態ですから、なかなか切りかえていくことが難

しい。

３年後、４年後の経済の立て直しは中小零細

企業にはできないと思うんで、福祉保健部のコ

ロナの感染者の受入体制さえしっかりとやって

いけば、皆さん方が中心となって、思い切って

アクセルを踏んで経済対策をやるのか、その辺

の覚悟をちょっとお聞かせいただくとありがた

いのですが。

御指摘のように、と○松浦商工観光労働部長

りあえず急場はほぼしのげた状態に今あると思

います。今後の推移を見ながらどうなっていく

かということがあるんですけれども、もともと

の考え方として、ゴールデンウイークあたりの

緊急事態宣言をしのぎ、そこから何とか経済の

アクセルを踏んでいこうという矢先にこの夏の

県内での感染拡大があったものですから、思っ

ていた状態からすると後ろ倒しになってしまい

ましたが、まずは県民の皆さんから消費をしっ

かりしていただくという意味合いでのプレミア

ム付商品券、それからＧｏＴｏＥａｔの活用と

。いうところで今やっているところでございます

まずは、コロナが出てくる前の状態ぐらいま

では消費活動を元に戻していきたいというのが

最初の取組と思っております。

それから、特に観光関連が非常に厳しい状況
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にあるということでございます。交通関係であ

るとか宿泊であるとか、それぞれの分野によっ

て状況が違いますけれども、そういった声を伺

いながら、まずは県民に県内を動いてもらう、

観光してもらうためのキャンペーンもこれから

ちょっとはアクセルを踏みながらやっていかな

いといけない。そのためにはそれぞれが安全対

策をちゃんとしていますというふうなＰＲも必

要であると思っていますので、そういったＰＲ

活動については既にテレビ等の中で始めており

ますけれども 更にもう一段 旅行に行きましょ、 、

うというようなメッセージも含めてやっていき

たいと思っております。

とりあえず今年度は経済活動、県内について

できる限り元に戻していくというふうなところ

をまずやりたいと思っております。その上でそ

れぞれの企業活動、事業者の活動が県外に向け

ても回復していけるというふうな道筋を作って

いかなきゃなりませんので、そういったものに

ついてもまた併せてやっていきたいと思ってお

ります。

ぜひよろしくお願いしたいのです○山下委員

が、本県の観光もインバウンドに頼っていると

ころがかなりあったんですよね。我々も宮崎市

内で飲食するときに、インバウンドが今来れる

状況でもないので観光客も来ない、また野球の

秋季キャンプも中止になったということで、こ

れまでのフードビジネスや、それこそみんな総

力を挙げてここ10年、宮崎の観光資源たる飲食

や観光を推進してきたわけで、それが今どーん

と落ち込んでいるわけですから、皆さんが総力

を挙げてやっていかないと。

なかなかまだ見通しが立たないので、経営者

の皆さん方の指導と、できるだけ早く経済を立

て直すために、アンテナを張っていただいて、

宮崎らしい観光の在り方やらぜひ総集してほし

いなと思います。よろしくお願いします。

御指摘の点について○松浦商工観光労働部長

は、我々もぜひそうするべきだと思っておりま

す。あまり大きなことはこの場で言えませんけ

れども、そういうような意識を十分持って、我

々、商工観光労働部の使命としてそこをやって

いきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

１点だけ関連でございますけれど○外山委員

も、この融資もさることながら、雇用調整助成

金も、９月から年内に申請期間が延びましたけ

れども、全部とりあえずの処置なんですよね。

だから、どこかでコロナに対する県民、国民の

意識を変えることと、もちろん一番大事なこと

、 。はワクチンの開発 これに尽きると思うんです

現状を見ていますと、我々がもう外出しようと

、 、 。か 動こうといっても 皆さん動きませんもん

もう出ないもの、夜でも何でも。だから非常に

厳しい環境であります。

その中でこの10ページの離職者採用企業支援

事業ですけれども、既に何件かの実績があるん

ですか。

離職者採用企業支援○兒玉雇用労働政策課長

事業でございますけれども、今回の９月補正で

お願いをしている事業でございますが、この事

業を立案した時点の７月31日時点で449名の離職

が出ているということで把握をしております。

、○外山委員 これは採用した企業からの申告で

いわゆるコロナ関連離職という確認、規定とか

決まりがあるんですか。誰がそれを判定するん

だろう。

判定は離職票である○兒玉雇用労働政策課長

とか、ハローワークの求人が出しているもので

、 、あるとか あるいはそういうのが不明であれば
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事業者あるいは採用された方からの聞き取り等

で判断してまいりたいと考えております。

いい事業だからいいんですけれど○外山委員

も、どういうふうに規定しているのかと思った

、 。のと 一企業に採用人数の制限はないんですね

現在のところ、１企○兒玉雇用労働政策課長

業当たりの人数制限はしないということで考え

ています。

今の関連で一、二点教えてくださ○日髙委員

い。この事業は前回の補正予算の新卒採用企業

の応援事業と似たようなイメージかなと思って

いるんですが、この新卒採用企業の事業は今の

ところ実績が既に上がってきていると思うんで

すけど、その進捗状況はどうなんですか。

新卒採用応援事業に○兒玉雇用労働政策課長

つきましては、正式に内定を出すのが10月１日

以降という形になります。実際に書類を提出す

るのは年が明けて２月頃からということで考え

ておりますので、まだうちのほうに申請等は出

てきていない状況にございます。

そしたら、この離職者採用企業支○日髙委員

援事業の対象期間はいつまでなのかと、７月31

日現在で449人というのは、ハローワークから

拾って来られたという数字ですか。それと併せ

て小規模事業者の持続化給付金、これも最初

は3,500万円だったんですよね。結局最終的に

は7,500万円というところまで２倍以上膨れ上

がったということになりますが、この離職者の

採用企業、これももし449人という想定をはるか

に上回ると、私はこういう数字では収まらない

かなという予想があるものですから、そういう

ときにはやはり対象期間をある程度延ばしてい

ただいて、柔軟に対応できるようなことになる

のか。

というのが、小規模事業者事業継続給付金に

ついては６月でぱっと打ち切られましたよね。

あの件についてはどうして延ばせないのかとい

うこともいろいろありましたので、その件も含

めて今の件をちょっとお願いします。

まず、いつまでを対○兒玉雇用労働政策課長

象にするかということでございますけれども、

現在のところ２月中旬までに採用された方とい

うことで考えています。

人数については、１人につき10万円でござい

ますので500人ということで見込んでおります。

これは７月31日時点で449人ということでありま

したけれども、２月末ぐらいまでで計算上

は1,200人ぐらい、ただ実際にどういうふうな状

況になるか分からないので、1,500人ぐらいを一

応離職すると見込んでおりまして、その中の半

分が就職して、その中の３分の２が正規で採用

されるというイメージで500名という数字を出し

たところでございます。

最後の時期の問題については、これからかな

り増えるんじゃないかというお話がありました

けれども、今後の経済状況によっては、この予

算を上回るということは考えられるところでは

ございます。

この事業については国の交付金を使っており

ますので、事業を延ばすということはなかなか

考えにくいところでございまして、仮に予算を

超えるような場合には、今どうこうということ

ではお答えはできないんですけれども、内部で

。検討をしてまいりたいと考えているところです

柔軟にぜひ対応していただけます○日髙委員

ように、少し安心しました。ありがとうござい

ました。

私も今の離職者採用企業支援事○前屋敷委員

業に関連してなんですけれども、今お話を伺う

、 、中で 現在までにつかんでいらっしゃる離職者
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いわゆる解雇とか雇い止めに遭われた方が449名

ということで、大体500名を目標にした予算措置

かなと思ったんですけれども、これまでもこう

いう制度があったので全く知らないということ

ではないかもしれませんが、この制度そのもの

を離職された方々も知ることが必要ですし、企

業の方もこういう制度を活用して雇用できる、

新たに離職した方を救済というとおかしいです

が雇用するという制度をどこまで周知徹底させ

るか。

それから、私はこの事業そのものは大事な事

業なので大いにやっていただきたいと思うんで

すけれども、採用１人につき10万円は１回だけ

ですよね。今この経済状態の中で経営そのもの

も大変なような時期に採用を考えると、企業は

発展していく先の見込みがないとなかなか採用

に至らないということもあります。これは国の

臨時交付金を活用する事業ですけど、運用につ

いては県が独自にその内容を決めていけるわけ

ですよね。であれば、もう少し金額を引き上げ

るとか、安定した雇用につないでいくための一

工夫、二工夫が必要ではないでしょうか。

まず、数字のほうか○兒玉雇用労働政策課長

らですけれども、７月31日時点で449名ですが、

９月11日現在の最新の数字が数字が494名となっ

ているところでございます。

それと10万円について、その点は離職者を採

用することは新卒よりも大変じゃないかなとい

うようなことは正直内部でも議論がございまし

た。ただやはり新卒採用企業応援事業とのバラ

ンスの問題も考えまして、それと同じ金額の10

万円としたところでございます。

それと本来であれば、この事業は10万円を支

給するだけではなくて、有効な採用に結び付け

るためには、例えば対面式の就職説明会を組み

合わせるとか、もう一ひねりできるような事業

を組めればと思ったんですけれども、コロナの

感染がどうなるか分からず、そういった事業も

組みにくいということで、一律10万円という形

の事業を組ませていただいたということで御理

解をいただきたいと思っております。

離職を余儀なくされた方につい○前屋敷委員

ては、仕事が見つかるということは暮らしを支

えていく上で本当に大事なことで、それが生活

の安定につながらないと、なかなか先がまた難

しくなるので、その辺のところをもう少し柔軟

といいますか、工夫された制度であることが望

ましいと思ったものですから提案をしたところ

です。ぜひ頑張っていただきたいと思います。

３つお聞きしたかったので手○坂本副委員長

短に申し上げます。

１つは、資料の６ページ、商工会等指導環境

整備事業に関して、先日、一般質問等で申し上

げましたけれども、私ども公明党のほうも政策

要望懇談会をもちまして、商工会連合会からこ

のコロナ対策やその他影響等についての様々な

御要望をいただいています。その中で一番大き

かったのが、商工会の人的体制の充実強化に対

しての支援をぜひ県のほうからいただきたいと

いうことで、商工会の職員数自体がここ10年間

で約２割減少している、また今回コロナの支援

策に対して窓口として、かなり活躍という言い

方は妥当かどうか分かりませんけれども、窓口

として各商工会に働いていただいている中で大

変疲弊をされているという率直な声もいただき

ました。その中で一番の要望としては、職員を

増やすための人件費に対して、県から補助を受

けたいというのが一番の声として上がっていた

んです。

今回この環境整備事業についてももちろん要
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望の中で上がっていたんですが、商工会に対す

る支援策に、そういった声、商工会の考え方等

がちゃんとやり取りができているのか御回答い

ただきたいです。

商工会の人的体制の問題○山下商工政策課長

でございます。商工会には事務局長と経営指導

員と経営支援専門員という３つの職がありまし

て、このうち事務局長が設置されている商工会

が35商工会中17商工会であります。経営指導員

と支援専門員の数につきましては、この10年間

で大きな変動はございませんので、商工会連合

、会であるとか商工会が求めるところというのは

事務局長を設置できないかというようなもので

ございます。

現状で申し上げますと、設置基準を設けてお

りまして、この設置基準といいますのが地域の

小規模事業者数であったり、会員の加入率、こ

ういったものを基準に設置を定めているところ

でございますけれども 当然にして会員数が減っ、

てきたり、地域内の小規模事業者数が減ってき

ておりますから、必然的に事務局長の設置基準

に満たない商工会が増えてきて、ここ10年間で

８人減っております。

経営指導員が専門的な経営指導を商工会の会

、員でありますとか小規模事業者に行いますから

事務局長はその組織をまとめたり、あるいは地

元の自治体との連絡調整を行ったり、非常に重

要な役割を担っていると思っております。

私どもとしましても、事務局長がいることが

望ましいと思っておりますけれども、設置をす

るとなるとやっぱり一番大きな課題が財政的な

課題でございます。こちらにつきまして何とか

いろいろな方策ができないか内部的に考えてい

るところでございまして、直ちに要望いただい

てすぐすぐに分かったというふうな形でお答え

できないのが非常に申し訳ないところではある

んですけれども、そういった問題意識は持ちつ

つ、その財政的な課題をどうやってクリアして

いくかということは、今内部で考えているとこ

ろでございます。

ありがとうございます。○坂本副委員長

もう１点、政策要望のところでレンタカーの

協会の方に要望をいただいていまして、７月ま

、 、での県の取組等の資料を拝見しますと １つ目

バス・タクシー・自動車代行・フェリー等への

感染防止策の推進、それからコロナの影響を受

けた宿泊業、飲食業の支援策、交通機関として

は鉄道・バス・フェリーの利用促進を推進して

いくということが県の取組として上がっている

んですが、資料を見る限りでは、この文面でレ

ンタカー業界に対しての支援というのが出てこ

ない。レンタカー業界の方たちからも、また置

き去りにされているといった声が出ておりまし

て、実際に大手さんのこの宮崎での売上を前年

同月比で比べますと ４月が43.6％ ５月が36.3、 、

％、６月が63.1％と観光、それから多分ビジネ

ス利用も入っているかと思いますが、両面で新

型コロナの影響を受けているという現状です。

先ほど部長が観光の影響とおっしゃっていた

んですけれども、少なくともこれまでの県のコ

ロナ対策の中で、レンタカー業界の方たちが浮

かび上がってこないのが実情だといった要望で

したが、その把握と、今後の対策を含めた考え

方をちょっと教えていただきたいです。

今お話にありました○丸山観光経済交流局長

とおり、新型コロナの影響によりましてレンタ

カー業界の皆様も含めて観光事業者は大変深刻

な影響を受けているということはもう常々認識

しているところでございます。これまで観光需

要の喚起を図るという観点から補正予算をいっ
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ぱい組ませていただきまして、感染の発生状況

を鑑みながら、先ほど部長が申し上げましたと

おり、これまでは県内を中心に割引キャンペー

ンやプロモーションを進めてきております。

しかしながら、今おっしゃいましたとおりレ

ンタカーの利用というのは、どうしてもマイカ

ーを利用できない遠方からの来県者が中心に

なってまいりますので、これまで県内向けの誘

客対策を中心にやってきていたのですが、どう

してもそこの部分を十分にフォローできていな

いところは非常に課題であろうと感じておりま

す。

一方で、個別の事業までは打っていないんで

すけれども、観光需要ということでレンタカー

を含めてバックアップしていきたいという思い

でいるんですけれども、感染流行地域 この─

感染流行地域は非常事態宣言の解除の一つの目

安とされて、直近10万人当たりの感染者数５人

以上という数字なんですけれども、この数字が

一時、本県も含めて20都道府県を超える第２波

が来ていたわけですけれども、現在、東京、大

阪、神奈川の３都府県と少なくなり、全国的に

も感染者の発生状況はやや落ち着いてきている

状況にあります。このため、先ほど部長が申し

上げましたけれども、受入側の感染症対策、ま

た旅行者に向けた旅のエチケット、そういった

感染症対策、安全対策をしっかり行った上で、

今度は県内ということではなくて、しっかり経

済対策を強化してほしいという様々なお声もお

聞きしておりますので、この秋には、誘客対策

を全国的に展開していく準備をしようとしてお

ります。こういう取組によって、レンタカーを

含め観光需要の喚起につなげてまいりたいと考

えております。

そして、今日の新聞にも載っておりましたけ

れども、レンタカー業界の皆様にとってプロ野

球のキャンプというのは非常に大きな需要がご

ざいます。今日の記事では見出しとして「秋は

厳しい」というところがございますけど、今年

はプロ野球のシーズンが11月末までということ

になり、選手の皆さんはそのまま自主トレの期

間になりますので、秋のキャンプ自体はもう事

実上できないことになりますが、例年行ってお

りますファーム選手権、それから２軍の全球団

が参加するフェニックスリーグはこの秋に実施

していただける方向になっておりますし、今後

も春のキャンプに向けて、本会議でも答弁させ

ていただきましたけれども、球団や関係団体と

連携して、その実現に向けてしっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

最後にもう一つ質問させてく○坂本副委員長

ださい。先日の二見議員の代表質問で、県内の

小中学校の修学旅行を県外から県内に振り替え

ることに対して、教育長の答弁の中で商工労働

部と連携しながらという答弁があったものです

からお聞かせいただきたいんですけれども ニュ、

ース等でちょっと拝見したのは、宮崎県庁もコ

ースに入れているところがあるような話が出ま

したけれども、実際に今、何校ぐらいが宮崎県

庁をコースとして入れる予定としているのか。

また、その際の受入体制というか、どういう形

で受け入れるのかを教えていただきたいです。

、○髙橋観光推進課長 宮崎県庁につきましては

今から約90年前にできた、全国の県庁で申しま

すと４番目に古い非常に貴重な建造物で、最近

では登録有形文化財に登録されておりまして、

文化、観光資源として非常に重要であると考え

ています。

今年度の修学旅行の行程にこの県庁見学を組

み入れている学校は、小学校を中心といたしま
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して20校ほどが、既に修学旅行の行程の中に組

み入れていると担当部署から聞いております。

副委員長からの御指摘のとおり、こうした県

庁見学につきましては、自分の住む地域を改め

て知ってもらい、その魅力を再認識してもらう

良い機会だと考えてございまして、例えばみや

ざき犬による出迎えなど、職員の振る舞い一つ

一つを含めましてしっかりと最大限のおもてな

しをもって対応することが重要であると考えて

います。

既に修学旅行で県庁見学に来た児童・生徒で

すとか、職員の方々の意見を聞いていますと、

職員の説明が非常に丁寧であった、宮崎県の地

域の魅力を再認識できた、そういった声を頂い

ているところでございます。職員の一つ一つの

振る舞いを含めまして、最大限のおもてなしが

できますよう、引き続きしっかりと関係部署一

丸となって対応してまいりたいと考えておりま

す。

これは本当に要望なんですけ○坂本副委員長

れども、子供さんにとっては県外に行く修学旅

行というのは物すごく大きい出来事だと思うん

です。それを県内に変更し、そして県庁に来る

ということで、これはあくまで想像なんですけ

れども、せっかく防災庁舎という新しい建物が

できて、きれいな広場が整備されたので、バス

、の受入れも地味に端っこに入るとかではなくて

そちらでしっかり受け入れていただき、できる

ことなら「歓迎○○小学校」という垂れ幕でも

作っていただいて、さっき課長がおっしゃった

ようにマスコットで出迎えをして本当に宮崎県

庁はいいところだなと思っていただけるよう、

知事にも全部は無理としても できましたら会っ、

ていただくとか、また見送り等もぜひ。私たち

も県内視察に向かう際、職員の方から見送って

いただいて、少なくとも悪い気はしないもので

すから。本当にそういった出迎え、見送りを気

持ちを込めてやっていただくと それがまたニュ、

ースで取り上げられて、全国ニュースになれば

宮崎へのいろんな誘客とか移住のきっかけにも

なるのではないかなと思うので、前向きな明る

。い気持ちで取り組んでいただければと思います

すみません、先ほど○兒玉雇用労働政策課長

の前屋敷委員の御質問の中で事業のＰＲの関係

について御質問があって、それについてお答え

をしておりませんでした。大変失礼いたしまし

た。

事業につきましては経済団体にしっかりと周

知を図るとともに、国とも連携をしながら各企

業にも事業周知を図ってまいります。

また、今回の事業の中に新聞広告２回分の予

算も組み入れておりますので、企業にしっかり

と周知を図ってまいりまして、事業が活用され

るようにしてまいりたいと思っております。

先ほど坂本副○平山オールみやざき営業課長

、 、委員長からの御提案ですけれども 県庁見学で

観光推進課長から職員による案内等の説明があ

りましたけれども、オールみやざき営業課では

キャラクターを所管しておりまして、みやざき

犬によるおもてなしなどにつきましても児童、

生徒の思い出に残りますし、また「日本のひな

た宮崎県」ということで宮崎を売り出す中でそ

ういうおもてなしというのも、人情ですとか温

かさを伝えることにもなると思いますので、学

校側とも調整をしながら、そういったおもてな

しができないか実施について検討してまいりた

いと考えております。

次に、報告事項に関する説明を○武田委員長

求めます。

。○串間企業振興課長 企業振興課でございます
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県が出資している法人等の経営状況について

でございます。

まず、宮崎県機械技術振興協会について御説

明いたします。

委員会資料の13ページをお開きください。

宮崎県機械技術振興協会の概要であります。

１の役割等でございますが、当協会は機械金

属工業の技術指導、調査研究等を行うことによ

り、その振興に寄与することを目的に昭和54年

に設立されております。基本財産は300万円、う

ち県の出資額が150万円、出資割合は50％でと

なっております。

次に、２の事業内容であります。

協会は、指定管理者として宮崎県機械技術セ

ンターの管理運営を行っておりまして、県北地

域を中心とする機械金属関連の企業を対象に、

主に（１）から（４）の業務を行っているとこ

ろでございます。

次に、３の組織等であります。

令和２年４月１日現在におきまして、組織図

でお示ししている体制となっておりまして、一

番下の表にありますように役員は14名で、うち

常勤役員は県ＯＢの常務理事１名であります。

常勤職員は３名で、事務局長が１名で県ＯＢで

あります。

続きまして、令和元年度の事業実績について

御説明します。

別冊の令和２年９月定例県議会提出報告書、

県が出資している法人等の経営状況についてと

いう冊子の59ページでございます。

この資料の２の事業実績を御覧いただきたい

と思います。

（１）の宮崎県機械技術センター管理運営受

託事業等であります。

①の技術支援といたしまして、企業に対する

技術指導や機械設備取扱研修などを実施すると

ともに、②の設備利用として、三次元測定機等

の利用があったところでございます。

また、③の依頼試験といたしまして、金属材

料試験やコンクリート強度試験などを実施した

ほか、④から⑦に掲げるような取組を通じまし

。て企業の支援を行っているところでございます

続きまして、経営状況について御説明いたし

ます。

同じ資料181ページをお願いいたします。

令和２年度宮崎県出資法人等経営評価報告書

でございますが、中ほどの欄、県関与の財産支

出等でございます。令和元年度の県委託料

は5,881万円8,000円となっております。

次に、その下の主な県財政支出の内容でござ

いますけれども、機械技術センターの指定管理

に係る委託事業でございます。

、 、 。次に 一番下の欄 活動指標を御覧ください

①の技術相談件数と③の企業巡回訪問件数に

つきましては、目標値を上回る実績値となって

おりますけれども、②の設備利用件数につきま

しては、企業の中で当センターの設備利用が必

要な業務といったものが減少した状況もあり、

目標値に対しまして実績値が下回っているとこ

ろでございます。

次の182ページをお願いいたします。

一番上の財務状況の左側、正味財産増減計算

書の令和元年度の欄を御覧ください。

上から３段目の当期経常増減額でございます

けれども、マイナス441万円1,000円となってお

りまして、その４行下の当期一般正味財産増減

額も同額となっております。この理由といたし

ましては退職給付費用の支出等によるものでご

ざいます。これによりまして一番下の欄の正味

財産期末残高につきましては1,487万8,000円と
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なっております。

次に、財務状況の右側の貸借対照表の令和元

年度の欄を御覧ください。

一番上の資産は2,320万5,000円、その３つ下

の負債は832万7,000円でございまして、この結

果、その３つ下の正味財産は1,487万8,000円と

なっております。

次に、中ほどの財務指標の令和元年度の欄を

御覧ください。

①の補助金等比率につきましては、実績値が

目標値を下回っておりまして、協会といたしま

しては、引き続き、外部資金等の獲得などによ

りまして自己活動資金の確保に努めることとし

ております。

また、②の人件費比率につきましては、実績

。値が目標値を上回っているところでございます

、 。次に 一番下の総合評価についてであります

まず、左側の自己評価のところでございます

けれども、協会といたしましては活動内容を

「Ａ 、財務内容と組織運営を「Ｂ」と評価して」

いるところでございます。

次に、右側の県の評価でございますが、活動

内容につきましては、設備利用について目標に

達しなかった面はありますけれども、企業巡回

訪問等を通じた事業ＰＲ、また企業ニーズの把

握、サービス向上に努めていることから 「Ａ」、

と評価したところでございます。

また、財務面につきましては、健全な財務運

営に努められておりますけれども、県委託料の

依存度が高く、自己収入比率が低いことから

「Ｂ 。」

なお、組織面につきましても現状の運営体制

には問題はないものの、将来の安定した運営に

向けてのノウハウの承継等が課題ということで

「Ｂ」と評価しております。

同じ資料の64ページにお戻りいただけますで

しょうか。

令和２年度の事業計画でございます。

事業計画につきましては、昨年度と同様の取

組を進めていくこととしております。

また、65ページ以降の収支予算につきまして

は、6,074万円の経常収益に対し、設備リース料

の増額、あるいは消耗品費等の減額など諸経費

の見直しを行うことによりまして65ページの中

ほどにございますけれども、経常費用につきま

しては6,268万円としているところでございま

す。

機械技術振興協会につきましては、以上でご

ざいます。

続きまして、公益財団法人宮崎県産業振興機

構について御説明をいたします。

常任委員会資料の14ページでございます。

１の役割等でございますけれども、当機構は

県内中小企業における経営基盤強化、経営の革

新などに資する事業を行うことによりまして、

本県産業の振興と活力ある地域社会の形成に寄

与することを目的として（２）にありますよう

に昭和59年に設立されております。

（３）の収支状況でございますが、出資総額

は１億2,509万2,000円、そのうち県出資額

は1,509万2,000円となっており 出資割合は12.1、

％となっております。

次に、２の事業内容でありまけれども （１）、

の経営課題等に対する相談、助言に関する事業

をはじめ （６）までの６つの柱により事業を展、

開しているところでございます。

次に、３の組織等でございますが、組織図に

ありますように、当機構は理事長をはじめとす

る役員、点線で囲んでおりますけれども、その

右の事務局長、指導調整統括官、そして５課１
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。室体制で運営を行っているところでございます

令和２年４月１日時点の役員及び職員数につ

きましては、一番下の表ですけれども理事、監

事を合わせた役員が７名 常勤職員が18名となっ、

ております。役員７名のうち、理事長と常務理

事の３名が県ＯＢ、その下の理事２名は非常勤

でございまして、そのうちの１名が商工観光労

働部の次長でございます。また、監事の２名の

うち県ＯＢが１名となっております。常勤職員

は18名でございまして、そのうち県からの派遣

が11名、県ＯＢが３名となっております。

続きまして、令和元年度の事業実績について

御説明いたします。

先ほどの令和２年９月定例県議会提出報告書

、 。に移っていただいて 67ページをお願いします

２の事業実績でございます。主なものを御説

明させていただきます。

まず、表の（１）経営課題等に対する相談、

助言に関する事業のうち、①、②、④の事業は

県内中小企業からの相談対応、あるいは専門家

を派遣して助言指導等を行ったものでございま

す。

一番下にあります（２）の新事業の創出、新

分野への進出等に対する助成に関する事業につ

きましては、68ページになりますが、この中で

④及び⑤の事業によりまして、産学官による共

同研究開発、環境リサイクル関連の技術開発に

対する支援を行ったところでございます。

70ページをお願いします。

一番上の（６）の産業振興の基盤づくりに資

する人的、技術的ネットワークの強化及び高度

化等に関する事業のうち、その右の71ページの

⑦の事業でございますけれども、産学金労官の

機関で構成されております企業成長促進プラッ

トフォームの事務局を運営し、構成機関と連携

して成長期待企業等の支援を行ったところでご

ざいます。

続きまして、経営状況等につきましては、同

じ資料の211ページをお願いいたします。

出資法人等経営評価報告書についてでござい

ますが、中ほどにございますが、県関与の状況

の財政支出等から御説明いたします。

令和元年度の県委託料は8,760万円、県補助金

は２億3,590万8,000円となっております。

次に、その下にあります、その他の県からの

支援等といたしまして、工業技術センター内に

ある事務所スペースは県から無償貸付を受けて

いるところでございます。

次に、その下の主な県財政支出の内容でござ

います。

①は小規模企業者等の設備導入のための貸付

資金の原資貸付であります。②は当機構の運営

管理に対する補助、③は産学金労官で構成され

るプラットフォームを設置・運営し、成長期待

企業等の支援を実施するための補助事業、さら

に④、⑤に掲げる事業などについて支出を行っ

たところでございます。

続きまして、下の表の活動指標でございます

が、①の相談件数の実績値は目標値を下回って

おりますが、②の取引あっせん、紹介件数及び

③の産学官の共同研究グループ等への共同研究

の支援については目標値を上回る実績となって

おります。

212ページをお開きください。

次に、財務状況についてであります。

まず、左側の正味財産増減計算書の令和元年

度の欄を御覧ください。

上から３段目の当期経常増減額はマイナ

ス2,937万7,000円、その３つ下の欄の当期経常

、外増減額はマイナス231万4,000円となっており
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これらを合計しました当期一般正味財産増減額

はマイナス3,169万1,000円となっております。

これは平成30年度まで実施してきました、み

やざき農商工連携応援ファンド事業の清算に伴

いまして、ファンドの運用益の残額を県に返還

したことなどによるものでございます。

次に、右側の貸借対照表の令和元年度の欄を

御覧ください。

資産は11億28万6,000円、その３行下の負債は

５億7,594万2,000円となっております。この結

果、そのさらに３行下の正味財産につきまして

は５億2,434万5,000円となっております。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収益額につきましては、目標値1,430

万円に対し 実績値は2,225万円 達成度は155.6、 、

。 、％でありました これは機構が目標達成のため

賛助会員の募集に努めまして、賛助会員費収入

が増加したことなどによるものでございます。

②の流動比率につきましては 目標値を上回っ、

たところでございます。

次に、直近の県監査の状況でありますけれど

も、昨年度は県による監査がありましたが、指

摘事項はございませんでした。

次に、総合評価について御説明いたします。

機構の自己評価では活動内容と組織運営を

「Ａ 、財務内容を「Ｂ」としております。」

県の評価といたしましては、活動面は、中小

企業の相談対応や取引振興など積極的に事業展

開していることから「Ａ 、財務面では、県への」

財政依存度は高いものの、財政指標が全て目標

を上回っておりまして、公益財団法人の財政運

営は順調であることから「Ｂ 、組織面では、県」

派遣職員に比べプロパー職員が少なく課題はあ

るものの、理事会の運営、業務執行体制の整備

など適切な運営がなされていることなどから

「Ｂ」としております。

続きまして、令和２年度事業計画書について

御説明いたします。

。ページを戻りまして79ページをお願いします

２の事業計画につきましては、昨年度とおお

むね同様の事業を予定しているところでござい

ますけれども、食品表示法の施行に伴う新表示

移行など食品製造事業者を取り巻く環境は転換

期を迎えていることから、81ページにあります

⑥の食品表示アドバイザー派遣事業を実施する

とともに、⑤のトータルコーディネーター配置

事業の実施によりまして食料品製造業の振興に

も努めていくこととしております。

次に、83ページをお願いします。

３の収支予算書についてであります。

Ⅰの一般正味財産増減の部の予算額の欄です

が、中ほどの線で囲んでおります経常収益計は

５億3,189万5,000円、経常費用計は84ページの

下から２段目になりますが、５億4,736万9,000

円となっております。

企業振興課は、以上であります。

。○髙橋観光推進課長 観光推進課でございます

常任委員会資料の15ページをお開きいただけ

ますでしょうか。

観光推進課からは公益財団法人宮崎県観光協

会の概要について御説明いたします。

、 、まず 一番上の役割等でございますけれども

県観光協会につきましては、国内外の観光客、

ＭＩＣＥ、スポーツ大会・合宿等の誘致等を行

いまして本県の観光振興を図り、地域経済の活

。性化等に寄与することを目的としてございます

設立は平成16年４月１日でございまして、３

団体が統合されて設立されてございます。その

後 平成24年に公益財団法人に移行 また平成31、 、

年には名称を現在の宮崎県観光協会へ変更して
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ございます。

（３）の出資状況でございますけれども、基

本財産は２億8,000万円で、うち県の出資額は１

億750万円、出資割合は38.4％でございます。

２の事業内容といたしましては（１）の観光

、（ ） 、 （ ）推進事業 ２ のＭＩＣＥ推進事業 また ３

のスポーツランドみやざき推進事業について展

開をしてございます。

次に、３の組織等でございますけれども、組

織図の体制で３局がそれぞれの事業を行ってい

る状況でございます。体制といたしましては、

一番下の表でございますけれども、令和２年４

月１日現在で役員は26名、うち常勤役員は２名

でございます また 常勤職員につきましては26。 、

名でございまして うち県派遣職員が５名となっ、

てございます。

次に、経営状況等の詳細について御説明いた

します。

別冊の令和２年９月定例県議会提出報告書

の183ページをお開きください。

、一番上の概要とその下の県関与の状況のうち

人的支援の状況につきましては今しがた御説明

したとおりでございます。

県関与の状況のうち財政支出等でございます

けれども、県補助金につきましては、令和元年

度で２億9,244万4,000円でございます。

その内訳でございますが、その下の主な県財

、政支出の内容の①から④で記載してあるとおり

①の観光客誘致促進事業につきましては、国内

、外からの観光客誘致のための対策等に係る経費

②のスポーツランド推進事業につきましては、

スポーツイベント等の開催支援や受入体制整備

に係る経費、③のＭＩＣＥ誘致促進事業につき

、ましてはＭＩＣＥの開催に対する支援等の補助

④の「スポーツランドみやざき」を生かしたま

ちづくり推進事業につきましては、航空会社等

とタイアップしたスポーツ観光プロモーション

等に係る経費でございます。

次に、一番下の活動指標について御説明いた

します。

それぞれ目標値が記載してございますけれど

も、いずれにつきましても昨年策定いたしまし

た宮崎県観光振興計画の目標値を記載している

ところでございます。

まず、①の観光入込客数につきましては、目

標値1,562万人に対しまして、実績値につきまし

ては令和元年度で1,588万1,000人でございまし

て、達成度につきましては101.7％という状況で

ございます。

、②のコンベンション参加者数につきましては

令和元年度の目標値22万5,600人に対しまして、

実績値は14万8,827人、達成度は66％、また、③

のスポーツキャンプ参加者数は、令和元年度の

目標値19万6,000人に対しまして、実績値が16

万3,839人、達成度は83.6％という状況となって

ございます。

次に、184ページをお開きください。

財務状況についてでございます。

まず、左側上のほうの正味財産増減計算書の

令和元年度の欄を御覧ください。

経常収益につきましては３億5,945万余、また

経常費用につきましては３億5,739万円余、そし

て経常収益から経常費用を差し引きました当期

経常増減額は206万円余となってございます。

その下の当期経常外増減額はゼロ円のため、

当期一般正味財産増減額につきましては206万円

余となりまして、その結果、一般正味財産期末

残高につきましては4,004万円余となってござい

ます。

また、指定正味財産期末残高２億8,244万円余
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と合わせますと、正味財産期末残高の合計につ

きましては３億2,249万円となってございます。

右側の貸借対照表についてでございますが、

まず資産につきましては流動資産、固定資産、

合わせまして４億504万円余、負債につきまして

は流動負債、固定負債合わせまして8,255万円余

となりまして、資産から負債を差し引いた正味

財産につきましては３億2,249万円となってござ

います。

その下の財務指標についてでございます。

まず、①の自己収入比率につきましては、当

期支出合計に対する自己収入等の割合でござい

ますけれども、目標値20％に対しまして実績

値13.3％で、達成度66.5％、②の自主事業比率

は当期支出合計に対する自主事業費の割合でご

ざいますけれども、目標値60％に対しまして、

実績値95.2％で、達成度は158.7％、③の管理費

比率につきましては、当期支出合計に対する人

件費等の管理費の割合でございますけれども、

目標値25％に対しまして、実績値4.8％で、達成

率は180.8％となってございます。

その下の直近の県監査の状況についてでござ

いますけれども、令和元年11月に行われました

県監査における指摘事項等につきましては特に

ございませんでした。

最後に総合評価について御説明いたします。

まず、左側の協会の自己評価についてでござ

いますけれども、活動内容、財務内容、組織運

営につきましてはそれぞれ「Ｂ」としていると

ころでございます。

これに対する県の評価といたしましては、そ

の右側のほうでございますけれども、市町村観

光協会の会長等との意見交換を行い、事業連携

や情報交換を進めるなど、効果的な事業実施、

組織運営がおおむねできていると考えられるこ

と、また新型コロナウイルスの影響があったも

のの観光入込客数につきましては前年度を上

回ってございまして、スポーツキャンプ参加者

数につきましてもおおむね目標に近い実績と

、 、なっていること また財務指標につきましては

一部目標を満たす部分がございますけれども、

当期一般正味財産増減額は黒字となってござい

まして、自主事業比率や管理費比率につきまし

ては目標を上回っていることなどを勘案いたし

まして、活動内容、財務内容、組織運営につき

ましては、それぞれ「Ｂ」としているところで

ございます。

当課からの説明は以上でございます。

オールみやざ○平山オールみやざき営業課長

き営業課でございます。

公益財団法人宮崎県国際交流協会について御

報告いたします。

。常任委員会資料の16ページをお開きください

まず、１の役割等でありますが、当協会の目

的は、多文化共生の社会づくりと県民の幅広い

参加による国際交流活動を促進し、諸外国との

、相互理解や友好親善を深めることによりまして

宮崎県の国際化等を図ることを目的としており

ます。

（３）の出資状況につきましては、基本財産

５億4,360万円のうち、県の出資額は４億4,307

万円で、出資割合は81.5％であります。

２の事業内容につきましては、後ほど御説明

いたします。

３の組織等でありますが、組織図にあります

ような体制となっておりまして、下の表のとお

り、令和２年４月１日現在で、理事と監事を合

わせた役員は８名で、常勤役員は県ＯＢの常務

理事１名となっております また 常勤職員は11。 、

、 。名で うち県派遣職員が１名となっております
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続きまして、令和元年度の事業実績について

御説明いたします。

資料を変えていただきまして、別冊の９月定

例県議会提出報告書、県が出資している法人等

の経営状況についての87ページをお開きくださ

い。

２の事業実績につきまして、主なものを御説

明いたします。

まず （１）の交流推進事業では、国際交流サ、

ロンや国際交流ボランティア養成に係る講座な

どを開催し （２）の情報提供事業では、協会誌、

Ｓｏｕｔｈ Ｗｉｎｄ（サウス・ウィンド）の

発行や 英語など４か国語による国際プラザニュ、

ースの発行を行ったところであります。

次に、88ページをお開きください。

（３）の外国人住民支援事業では、外国人住

民等からの生活・就労等に関する相談対応や情

報提供を多言語で一元的に行う、みやざき外国

人サポートセンターの運営や、外国人住民のた

めの日本語講座などを実施し （４）の国際化推、

進事業では、県民の方を対象とした国際理解講

座や、多文化共生アドバイザーを派遣して行う

講座などを実施したところであります。

次に、経営状況等につきましては、宮崎県出

資法人等経営評価報告書により御説明いたしま

す。

同じ資料の185ページをお開きください。

まず、一番上の概要と、その下の県関与の状

況の人的支援の状況は、先ほど委員会資料で御

説明した内容でございますので、説明は省略さ

せていただきます。

その下の財政支出等についてですが、令和元

年度の実績は、県委託料が4,399万円余となって

おります。

その内訳は、その下の主な県財政支出の内容

の令和元年度決算額にありますとおり、①の多

文化共生地域づくり推進事業と、②の外国人住

民等相談窓口運営事業、③の地域日本語教育体

制整備事業に係る委託料となっております。

、 、次に 一番下の欄にあります活動指標ですが

①の研修・講座の延べ参加者数、②のホームペ

ージのアクセス数、③の宮崎県国際プラザの延

べ来館者数のいずれも目標値を下回っておりま

す。

各種講座等の内容の充実に努め、平成30年度

に目標値を達成したことから、それぞれ目標値

の引き上げを行ったところですが、令和元年度

は新型コロナウイルス感染症拡大の影響等もあ

り、目標値を下回ったものであります。

次に、186ページをお開きください。

財務状況についてであります。

まず、枠内左側の正味財産増減計算書であり

ますが、令和元年度の列を御覧ください。

一番上から順に、経常収益は5,082万円余、ま

た経常費用は5,007万円余であり、経常収益から

経常費用を差し引いた当期経常増減額は74

万2,000円となっております。

また、当期は設備・備品の除却により経常外

費用が発生したことから、当期経常外増減額は

マイナス13万円となっており、これを合わせま

した一般正味財産増減は61万1,000円となってお

ります。

これと一般正味財産期首残高345万円余と合わ

せた、その下、一般正味財産期末残高は406万円

余で、これと下から２番目の指定正味財産期末

残高５億4,360万円と合計しました、その下の正

味財産期末残高は５億4,766万円余となります。

次に、枠内右側の貸借対照表についてであり

ます。

一番右側の令和元年度の列を御覧ください。
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一番上の資産は５億5,446万円余で、３行下の

負債は680万円余となっており、さらに３行下、

資産から負債を差し引いた正味財産は５億4,766

万円余となっております。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収入比率は、当期支出合計額に対す

る基本財産運用収入や会費、雑収入などの自己

収入及び自主事業収入の比率でありますが、目

標値12％に対しまして、実績値は11.9％で、達

成率は99.2％となっております。

また、②の管理費比率は、経常費用に占める

管理費の割合でありますが、目標値18.7％に対

しまして、実績値は14.5％で、達成率は122.5％

となっております。

これは令和元年度から県の委託事業を新たに

受託しておりますが、管理費は前年度と同程度

を維持したことで目標値を達成したものであり

、 、まして 令和２年度以降も管理費の圧縮に努め

同じ水準を維持するものとし、目標値を14.5％

に見直しております。

次に、総合評価についてであります。

まず、協会の自己評価は、活動内容を「Ａ 、」

財務内容を「Ｂ 、組織運営を「Ｂ」とされてい」

るところであります。

これに対する県の評価としましては、右側の

欄、活動内容は、多様なニーズに対応した事業

内容の見直しに積極的に取り組むとともに、外

国人材の増加に対応するため、みやざき外国人

サポートセンターの運営や日本語教育体制の整

備に取り組んでいること、財務内容は、県から

の受託事業費が収益の多くを占めており、今後

も自己収益増に取り組む必要があること、組織

運営については、最小限の人数で運営されてお

りますが、職員の体制強化に取り組む必要があ

ることなどから、活動内容を「Ａ 、財務内容を」

「Ｂ 、組織運営を「Ｂ」としたところでありま」

す。

令和２年度の事業計画につきましては、同じ

資料の93ページ以降に掲載しておりますが、前

年度とほぼ同じ内容でありますので、説明は省

略させていただきます。

説明は以上になります。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

特にないようでありますので、○武田委員長

、 。次に その他報告事項に関する説明を求めます

。○山下商工政策課長 商工政策課でございます

。常任委員会資料の17ページをお開きください

宮崎県中小企業振興条例及びみやざき産業振

、興戦略の令和元年度における取組状況について

御報告します。

まず、17ページに条例と戦略の概要を記載し

ております。

宮崎県中小企業振興条例は、中小企業の振興

により、本県経済の発展と県民生活の向上を図

ることを目的に制定され、平成25年４月に施行

されたものです。

資料にありますような基本理念と、右側の18

ページに記載しております基本方針を掲げてお

り、主な施策の実施状況について毎年度、公表

することとなっております。

みやざき産業振興戦略は、県総合計画「未来

みやざき創造プラン」の商工業に関する分野別

計画として策定しているもので、計画期間は、

令和元年度から令和４年度となっております。

付加価値の高い産業の振興と良質な雇用の確

保を目標に、右側18ページにありますような、

方針１から方針３の３つの方針に沿って具体的

な施策を盛り込んでおります。当戦略につきま
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しても、各施策の実施状況等について公表する

こととなっております。

今回は、中小企業振興条例で掲げる基本方針

の商工業分野における具体的な施策が、みやざ

き産業振興戦略にも盛り込まれていることと、

県内の事業者のほとんどが中小企業者でありま

すことから、両者を併せて産業振興戦略の柱に

沿って御説明させていただきます。

なお、条例・戦略それぞれの取組状況の詳細

につきましては、お手元の別冊資料に記載して

おりますので、後ほど御覧いただければと思い

ます。

常任委員会資料を１枚おめくりいただきまし

て、19ページを御覧ください。

ここからは、３つの方針ごとに令和元年度の

主な実績をまとめておりますので、御説明いた

します。

まず、方針１の将来にわたって地域の経済と

雇用を支える企業・産業の振興についてであり

ますが、今後、人口減少が確実に進んでいく中

で持続可能な経済社会を築いていくことがます

ます重要になる中、地域を支える企業や産業を

育成するという方針のもとに行った取組であり

ます。

主な実績としまして、まず、１、中核企業の

育成についてですが、地域経済を牽引すること

が期待される成長期待企業22社に対し、企業成

長促進プラットフォームによる集中的な支援を

、 、行うとともに 成長期待企業に続く企業として

。未来成長企業の選定を行ったところであります

２、中小・小規模企業の振興としましては、

商工会等を通じた専門家の派遣や、若手経営者

養成塾の開催、よろず支援拠点等での相談対応

に取り組んだところであります。

、 、 、また ３ 成長産業の振興にありますように

フードビジネス、医療機器といった本県の強み

を生かした成長産業の育成、４、戦略的な企業

立地と定着促進にありますように、県外事務所

や市町村と連携しながら、県外企業へのアプロ

ーチや、既に県内に立地している企業へのフォ

ローアップを実施したところであります。

５、商業、サービス業の振興では、商店街の

にぎわい創出につながる市町村の取組への支援

や、商店街のリーダーやインターネットを活用

して販路拡大に取り組む事業者への研修など、

次の20ページになりますが、６、観光の振興に

ついては、宿泊客等の動向調査や、スポーツツ

ーリズムに焦点を当てたプロモーション等に取

り組んだところであります。

次に、方針２、みやざきで暮らし、みやざき

で働く人財の育成・確保であります。生産年齢

人口が減少する中、県内企業の働き方改革の促

進や若者の県内定着、多様な人材の活躍促進を

図る方針のもとに取り組んだものであります。

具体的には、１にありますように、事業所に

、 、おける働きやすい職場づくりを促す取組や ２

若者の県内就職促進と離職防止にありますよう

に、高校生を中心に県内企業で働く魅力の発信

や インターンシップに関する学生と企業のマッ、

チング等を行ったところであります。

３、ＵＩＪターンの促進では、これまでの宮

崎、東京に加え、大阪、福岡に宮崎ひなた暮ら

しＵＩＪセンターを設置したほか、ＵＩＪター

ン向けの就職情報の提供体制を強化したところ

であります。

ページをおめくりいただきまして、４、５に

ありますとおり、女性や高齢者、外国人といっ

、た多様な人材に就業し活躍していただくために

職業訓練の実施やマッチングの支援、外国人材

を受け入れるための情報提供や相談対応等を
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行ったところであります。

次に、方針３、企業の成長等を促す各種支援

でございますが、海外展開や新技術の開発など

新しいビジネスや、成長に向けた取組に一歩踏

み出す企業を後押しするという方針のもとに取

り組んだものであります。

１、海外展開の促進では、輸出に取り組む企

業に対し、海外専門家による支援や商談会・品

評会への出店等を行ったところであります。

２、新技術の開発や活用等の支援では、工業

技術センター、食品開発センターによる技術移

転や、産学官の共同研究グループによる調査や

研究開発に対する支援、次のページになります

が ３の事業承継支援では 宮崎県事業承継ネッ、 、

トワークを通じた事業承継診断や簡易版の事業

承継計画策定支援など、４、起業・創業支援で

は、創業予定者向けセミナーの開催や商工団体

等を通じた助言等を行ったところであります。

その下の段に、成果指標の進捗状況の一覧を

記載しております。

、 。ここで１点 資料の修正をお願いいたします

成果指標の進捗状況の下から３番目、県内大

学・短大等、新規学卒者の県内就職割合につい

て、計画１年目の実績のところに「44.3％」と

記載しておりますが 「43.3％」の誤りでござい、

ます。おわびして訂正させていただきます。

今後とも市町村、事業者、各関係機関と連携

を取りながら、戦略の目標として掲げる付加価

値の高い産業の振興と良質な雇用の確保を図っ

てまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

オールみやざ○平山オールみやざき営業課長

き営業課から御説明いたします。

。常任委員会資料の23ページをお開きください

みやざきグローバルプランについて、令和元

年度に行った取組について御報告いたします。

まず、みやざきグローバルプランの概要でご

ざいますが、１、策定趣旨にありますとおり、

世界の国・地域との経済をはじめとする多様な

分野における交流や、地域社会における外国人

との共生など、グローバルな視点から取り組む

べき施策を本県の重要施策の一つと位置づけま

して、関係機関・団体等と連携・協働し、総合

的かつ計画的に推進するために令和元年６月に

策定したものであります。

２の位置づけでありますが、県総合計画「未

来みやざき創造プラン」のグローバル関連施策

に関する部門別計画として、令和元年度から令

。和４年度の計画期間で策定したものであります

３、推進体制ですが、庁内に設置しました、

みやざきグローバルプラン推進本部を中心に関

係部局が連携しまして、海外事務所等の海外拠

点機能等を活用しながら、下の体系図にありま

すとおり、グローバル経済交流の強化、グロー

バル人材の育成・確保、多文化共生社会づくり

の推進、国際交流・国際協力の促進の４つの施

策を推進しております。

、 。次のページ 資料の24ページを御覧ください

次に、１、令和元年度の主な取組について、

各施策ごとに主な内容を御説明いたします。

まず、施策Ⅰ、グローバル経済交流の強化で

すが、①海外への展開促進としまして、１つ目

のポツになりますが、８月にブラジル、米国に

おきまして、宮崎牛、キャビア、焼酎のトップ

セールスを実施いたしました。

また、②海外からの誘致推進としまして、２

つ目、３つ目の黒ポツになりますけれども、９

月にラグビーイングランド代表合宿を受け入れ

るとともに、ＩＳＡワールドサーフィンゲーム

スを開催したところであります。
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次に、施策Ⅱ、グローバル人材の育成・確保

ですが、①グローバル社会に対応できる幅広い

人材の育成としまして、１つ目の黒ポツになり

ますが、東京オリンピック・パラリンピックの

ホストタウン登録国に係る県民向け国際理解講

座を実施いたしますとともに、②産業分野での

人材の育成・確保としまして、２つ目の黒ポツ

、 、 、 、 、になりますけれども 医療 介護 農業 漁業

建設業の各分野におきまして、外国人材の受入

体制整備に努めたところであります。

次に、施策Ⅲ、多文化共生社会づくりの推進

ですが、①外国人住民への支援として、２つ目

の黒ポツになりますけれども、10月に、みやざ

き外国人サポートセンターを設置いたしますと

ともに、②外国人と共生する地域社会づくりと

しまして、11月に街市と連携しました国際交流

イベントを開催いたしました。

資料25ページをお開きください。

次に、施策Ⅳ、国際交流・国際協力の促進で

すが、①国際交流の促進としまして、１つ目の

黒ポツになりますけれども、８月にブラジル宮

崎県人会70周年記念式典に参加いたしますとと

もに、②国際協力の促進としまして、１つ目の

黒ポツになりますが、海外技術研修員及び県費

留学生の受入れを行ったところであります。

最後に、２、成果指標の進捗状況ですが、輸

出額をはじめとしまして、プランで設定しまし

た９つの成果指標について、令和元年度の実績

では、令和４年度の目標値に向けて、おおむね

順調な成果が出ているものと考えております。

説明は以上であります。

暫時休憩します。○武田委員長

午前11時51分休憩

午前11時52分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

報告事項の途中ではありますが、続きは午後

１時から行いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

それでは、午後１時からの再開○武田委員長

といたします。暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

。○髙橋観光推進課長 観光推進課でございます

常任委員会資料27ページをお開きください。

令和元年宮崎県観光入込客統計調査結果の概

要につきまして御説明いたします。

まず 調査時期でございますけれども 平成31、 、

年１月１日から令和元年12月31日までの１年間

でございます。

次に、２の調査結果の概要についてでござい

ます。

まず （１）の観光入込客数につきましては、、

表１と併せて御覧いただきたいと考えておりま

すけれども、令和元年は下段の一番下の合計と

いう欄にあるとおり、1,588万1,000人回でござ

いまして、前年に比べて1.9％増加してございま

す。

このうち、県外客が719万9,000人回で、前年

に比べ0.3％の減少、また県内客は868万2,000人

回でございまして、3.8％増加という状況になっ

ております。

上段の宿泊客を見ますと、県外からの宿泊客

数につきましては、前年に比べまして11.2％の

増加、また宿泊客全体につきましても3.1％の増

加となっている状況でございます。

また、中段の日帰り客につきましても、全体
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で1.5％の増加となっております。

これらの増加の主な要因といたしましては、

ゴールデンウイークが10連休となっていたこと

ですとか、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西

武ライオンズの歓迎パレードの実施、また球春

、みやざきベースボールゲームズの試合数の増加

またＩＳＡワールドサーフィンゲームスですと

か、ラグビーワールドカップの日本代表、イン

グランド代表の事前キャンプ等の実施が影響し

たものと考えてございます。

28ページでございますけれども、次に （２）、

の観光消費額についてでございます。

令和元年の本県への観光消費額につきまして

、 、は その下の表２のほうでございますけれども

一番下段にございますとおり、合計で1,831

億9,400万円でございまして、前年に比べ7.1％

増加しております。

そのうち 県外客につきましては1,311億3,300、

、 、万円でございまして 前年に比べて8.2％の増加

また県内客につきましては520億6,100万円でご

ざいまして、4.5％の増加となってございます。

一番上の上段の宿泊客につきましては、県外

客が967億5,500万円、前年に比べ14.4％の増加

と大きく伸びてございまして、これが全体の観

光消費額の増加につながったものと考えてござ

います。

次に、県営国民宿舎の現状等について御説明

いたします。

常任委員会資料の29ページでございます。

まず、１の現状でございますけれども、宮交

ショップアンドレストラン株式会社が指定管理

者となってございます、県営国民宿舎えびの高

原荘と高千穂荘につきましては、５月１日から

休業している状況でございます。

従業員につきましては、雇用調整助成金等の

、支援策を活用しながら雇用を維持するとともに

施設の維持管理、機械設備のメンテナンス等を

行っています。

中ほどの表に、今期の収支だけではなくて、

これまでの収支を含めて示しているところでご

ざいますけれども、県への納付金を含まない収

支でございまして、一部黒字となった年もござ

いますが、一方で、平成28年の熊本地震ですと

か、平成30年の硫黄山の影響、また県道１号線

の通行止め等の影響によりまして、今期の指定

管理者の運営は大変厳しい状況が続いている状

況でございます。

次に、２の現指定管理者等の状況について御

説明いたします。

30ページをお開きください。

一番上の１、営業損益の状況、こちらは現指

定管理者でございます宮交ショップアンドレス

。トラン株式会社の営業損益の状況でございます

平成28年度以降、同社全体の赤字が続いてい

る中、今年度４月から７月につきましては、指

定管理者部門に加えまして、これまで黒字でご

ざいました売店・レストラン部門が赤字となっ

ている状況でございます。

次に、その下に②として、宮交グループ全体

の状況をまとめてございます。

現指定管理者は 親会社である宮交ホールディ、

ングス株式会社から運転資金の借入れですとか

、債務保証等を受けてきたところでございますが

御覧のとおり、グループ全体の財務状況が悪化

している状況でございまして、今後も厳しい状

況が続くと考えています。

こうした状況を踏まえまして、今年度の県営

国民宿舎の運営方針につきましては、３のほう

に記載をしてございます。

新型コロナウイルス感染拡大ですとか、また
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現指定管理者の状況を踏まえますと、県営国民

宿舎の当面の営業再開は困難であるというふう

な状況でございます。

一方で 清掃や機械設備のメンテナンスといっ、

た施設の維持管理は今後とも不可欠であるとと

もに、また従業員の再雇用を含めまして、次期

指定管理者への円滑な引継ぎを考慮いたします

と、現時点での速やかな指定取消しには非常に

課題が大きいと考えております。このため、当

面は現指定管理者による管理を継続させること

としたものでございます。

この間に、先ほど常任委員会資料のほうで御

説明をいたしました、新規事業の安全・安心国

民宿舎等受入環境整備事業によりまして、感染

予防対策として、客室の畳の抗菌化や空調換気

設備の改修等の整備を進めてまいりたいと考え

ております。

説明としては以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

県営国民宿舎について、今、説明○山下委員

いただきましたけれども、宮交本体も大変な状

況で、宮崎観光ホテルやら空港もあるでしょう

し、この営業損益はどことどこが入ったもので

すか。

一応、宮交グループ全体○髙橋観光推進課長

でございまして、例えば宮崎交通自体でござい

ますとか、また宮交タクシーですとか、また宮

崎観光ホテルですとか、そういった全てのグル

ープ全体のところを②の営業損益、経常損益に

ついては計上しています。

宮崎県の交通インフラ関係の一番○山下委員

の窓口だろうと思うんですが、これだけ経営が

悪化してくると 宮崎県の経済力を引っ張っ─

ていく一番の中心になっていただかないといけ

ないんですが 非常に見通しが厳しい状況で─

すよね。将来的なことが非常に不安でたまらな

いのですが、ここは宮崎銀行がバックの指定銀

行ですか。

現時点での資金繰り○松浦商工観光労働部長

であるとか、そういったものについて基本的に

は宮崎銀行が相談相手になっています。ただ、

いろんなところでの金融団を組んでの資金繰り

をされておられるようですので、そのほかの銀

行も関わっておられるというように聞いており

ます。

私も今回、カーフェリーの利息等○山下委員

の問題でいろいろ問うてきましたけれども、結

局こういうときに金融団がどれだけ下支えして

。くれるかが一番大事なことだろうと思うんです

県もこれは関わりがあって出資もしているで

しょうし、経営の参画というか、ある程度やっ

ぱり協議もしていかないと、非常に悪くなって

から結局、県に何かをしてくれとなる前に努力

すべきこと、例えば金利の問題でも我々はどれ

、ほどの金利が今動いているのか分かりませんし

県もどこまで口が出せるか分かりませんが、そ

ういうこともしっかりと踏まえた対策もやって

ほしいなあと思うんです。県としてはどこら辺

まで介入ができるんですか。

、○松浦商工観光労働部長 現段階で言いますと

宮交グループホールディングスが中心になって

いるわけでありますけれども、自主的に今の経

営をどう持たせるかとか、借入れがあれば、そ

れを返済していくというようなことがあり、そ

ういったところについても主体的にやっておら

れますので、現時点で具体の中身まで立ち入っ

ていません。

ただ、県としては交通問題であれば総合交通

課が関わっております。そうしますと、その交
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通網をどういう形で維持できるかとかいうのは

私、去年担当しておりましたので、そういった

意見交換をしながら方向性 こういうふうな─

経営戦略で持っていこうというような話し合い

はしておりました。

国民宿舎につきましてはそういうふうなとこ

ろの話ではないんですが、宮交のほうが必要な

意見や、場合によっては支援も出てくるかもし

れませんけれども、そういったところについて

は意見交換をしながら一緒に考えていく必要が

あると思っております。

直接の窓口は総合政策部の総合交○山下委員

通課になると思うんですが、ソラシドエアの問

題もあるんですよね。非常に経営も悪化してい

るという話も聞いていますし、部局の垣根を越

えた中での、そういう見通しというのも早めに

分析しながらやっていかないと大変な問題に

なってくると思うんです。ぜひ今後ともそこら

辺の情報をいち早くキャッチしながら、手後れ

にならないように対策を講じてください。

この国民宿舎は、これまでもいろ○西村委員

んな説明を頂いて、非常に厳しい経営状態とい

うことで５月からもう完全に休業していると。

先日の中野一則議員の一般質問でも地元への

思いを熱く語られましたし、また、ほかの中小

企業、観光関係の企業も非常に苦しい中で歯を

食いしばって頑張っている中、ここだけが休ん

。でいていいのかという批判も一方ではあります

特に、県営国民宿舎が長期間休業してしまい

ますと、なくてもいいじゃないかということに

ならないかと思うんです。そういう意味では早

く再開していただきたいし、また再開できない

のであれば速やかに次の指定管理を前倒しでき

るものならするとか、何かしらの方策を考えて

いただきたいと思います。

残り半年、このまま時が過ぎるのを待つわけ

にもいかないと思いますし、また別でいろんな

コロナ対策の改修の予算も今回入っていますの

で、しっかりとそういったことも複合的に考え

ながらですが、まずはこの国民宿舎の存在意義

というものを県がどう考えているのか、しっか

りと地域の拠点として、また観光の拠点として

いくということを前面に打ち出さないと、やっ

、ぱり多額の税金もつぎ込んでいくわけですから

そういったことを県民が納得できるようにお願

いしたいと思います。

西村委員がおっしゃると○髙橋観光推進課長

おり、国民宿舎につきましては、えびの高原荘

は当然、観光拠点でございますし、そこにしか

今まさに宿舎機能がないと。また、高千穂荘で

は宿舎機能はさることながら、例えば結婚式と

か、そういったコンベンション機能を併せ持つ

非常に貴重な施設でございまして、県としても

重要な施設であると考えてございます。

現在、残念ながらまだ営業再開という形には

なっていないんですけれども、先ほど御説明し

たとおり、例えば雇用の話とか、あと施設の維

持管理を含めて、少なくともそういったところ

につきましては、しっかりと務めを果たしてい

ただくということに加えまして、えびの高原荘

のにつきましては、例えばアイススケート場で

すとか、そういったところもございますので、

関係者と協議をするとか、そういった形でしっ

かりと対応していきたいと考えてございます。

よろしいですか。○武田委員長

はい。○西村委員

ほかにございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で何かありま○武田委員長

せんでしょうか。
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その他ということで最初の話に○日髙委員

なって申し訳ないです。６月か７月の委員会の

ときにもお伺いしましたし、話も聞いたところ

ですが、商工会の会員の関係です。

その後、このコロナ禍において商工会の会員

数について、新たな募集の動きとか、その辺が

あったのかどうか、まずはお聞かせ願いたいと

思います。

商工会の会員の動向でご○山下商工政策課長

ざいますけれども、今回、商工会、商工会議所

が県の事業継続給付金を請け負っていただいた

のと併せて、国の持続化給付金の手続のサポー

トの機関として、そういったサポートを行うこ

ととなりました。

これにつきましては、会員、非会員にかかわ

らず申請できるわけですけれども、管内の商工

業者に働きかけて、それによって助かったと。

それによって商工会に入ったという方もいらっ

しゃいますし、商工会の存在を知ったとか、あ

りがたいというようなお声も伺っておりますの

で、現時点でどれだけの会員が増えたかとか、

そういったデータは頂いていないんですけれど

も、各商工会を回って聞いたところによると、

そういう声があったと聞いております。

今言われたとおりだと思うんです○日髙委員

が、今回のコロナ禍で私たちもいろいろな相談

を受けて、その中で前回も言いましたのは、商

、 、工会への加入状況は 町村の部でも40％ぐらい

宮崎市だと30％ぐらいですか、大体そういう話

でしたよね。

今回このコロナ禍において結局いろいろスマ

ホで申請をしたり、そういうことが分からない

ところがあったけれども、やっぱり小さい市町

村はそれぞれにちゃんとお互いの顔が分かりま

すから、どうしているんですかと呼んでまで指

導しているような、そういうところもできてい

ます。ただし、1,000円、2,000円の会費を納め

ながら、今まで商工会におっても何もいいこと

はなかったよなということで、やっぱり辞めて

いかれた方が結構おられたわけです。

しかし、そういう方も今回はこのコロナ禍に

おいて、やっぱり商工会に入っていてよかった

と言う人も結構おられるわけです。私も、加入

について悩むなら、会費も1,000円、2,000円だ

から、この際にもう一度、商工会に入ったらど

うですかと。いや、もうけんかして別れたんだ

からと。こういうときだから、まずはお金をも

らうために改めて頭を下げて商工会に入られる

人もいっぱいおられるわけですよね。

さっき国の持続化給付金の話が出ましたけれ

ども、行って説明を受けても恐らく分からない

ので一緒に行ってくれとか、そういう要望も受

けています。商工会に頼んだら教えてくれます

よと伝えても、商工会に頼めないから、おまえ

たちに頼むんだというような話もやっぱりある

わけです。

でも、こういうことで全体でやはり一枚岩で

やっていかなかったら結局、宮崎のニシタチの

街自体も成り立っていかないということが今回

はっきり分かったわけで、毎年これから１か月

ごとにどれだけお店を回って点検をされていく

か分かりませんけれども、せっかくこういう機

会ですので、もう少し元に戻って、そういう業

者、一般の飲食業の方にも、もう一回ちゃんと

入り直すとか、そういう方向をちょっと何か考

えてもらわないと やっぱり今までのままでいっ、

たらもったいないなというのをあちこちで聞き

ます。もし県や商工会が率先して、もう一回入

りませんかというような話を持っていけば、多

分、今回は入り直そうという人も結構おられる
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と思います。

ですから よい機会ですので もう一回ちょっ、 、

とそこら辺を原点に帰って、それぞれの市町村

の商工会の皆さんとぜひ協議していただきたい

と思います。よろしくお願いします。

商工会、商工会議所の会○山下商工政策課長

員加入の促進というのは、もう従来からずうっ

と大きな目標としてやってきているところでご

ざいまして、自主財源の確保という点からも一

、生懸命取り組んでいるところなんですけれども

今回のコロナの関係で、ある意味、商工会、商

工会議所の果たす役割というのが明らかになっ

たといいますか、世の中でも光を浴びるような

ところも出てきましたので、こういったところ

もアピールしながら、会員の確保については商

工会の方とも話をしながら頑張って進めていき

たいと思っております。

よろしくお願いします。○日髙委員

来年卒業の高校生の就職の件な○前屋敷委員

んですけど、雇用の問題が、特にコロナ禍でな

かなか先が見えないというような中で、新卒の

高校生の就職先が大変厳しいというお話も度々

聞いてきているんですが、県内、それから県外

も含めて今の状況について分かる範囲でお聞き

したいと思います。

現在の状況を申し上○兒玉雇用労働政策課長

げますと、来年３月卒業予定の高校生の求職者

数でございますけれども、７月末現在で2,438名

となっております。このうち県内を希望してい

る方が1,443名、県外を希望されている方が995

名となっております。

求人数でございますけれども、3,161件という

ことになっております。これは昨年の同月と比

べますと、昨年が4,039人ということになってお

りまして、率にしての求人数は21.7％減ってい

るという状況にございます。

県内は新規採用者への支援金と○前屋敷委員

いった制度もあるんですけれども、県外も含め

て厳しい状況は依然として続いていくんじゃな

いかなと。

御家族も含めてですけど、高校生がどれだけ

不安な、心配な状況に置かれているのかと思う

と、何とかここを打開する方策を まず、コ─

ロナが収束すること、それから経済状態をもっ

、とよくしていくことが前提になるんですけれど

そこのところで大いに県の果たす役割など開拓

も含めて支援をしていく、そういう方向を強め

ていただきたいなと思っていますので、いろん

な要望を聞きながら対処していただきたいと思

います。よろしくお願いします。

当課といたしまして○兒玉雇用労働政策課長

も、教育委員会など関係機関とも連携しながら

対応してまいりたいと思っております。

それでは、請願の審査に移りま○武田委員長

す。

新規請願第３号について、執行部から何か説

明はありますか。

特に補足等はありま○兒玉雇用労働政策課長

せん。

では、関連して委員から質疑は○武田委員長

ありませんか。

この請願の紹介議員にもなって○前屋敷委員

いるんですけれども、今、高校生の就職の問題

に触れましたが、大学生も含めてやはり就職は

総じて厳しい状態にあるわけです。

そして県内でも、働く若い青年層の雇い止め

、だとか解雇だとかいう状況に置かれている中で

、やはり若い人たちの経済状態も大変な状況だし

アルバイトをしている皆さん方もそういう状況

に置かれているということで暮らしも 学生─
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、の部分は学びも含めてそういう状態にあるので

このコロナ禍の中だからこそ、より一層、国に

対して要求といいますか やはり若い世代をしっ、

かり支えるという意味でこの請願も上げられて

いますので、その辺の意を酌み取っていくこと

が県議会としても県としても大事だと思ってい

るところです。

質問という形ではありませんが、実態も含め

てしっかり受け止めることが必要だと、そうい

。 、う状況を国にしっかりと伝えていくと そして

やはり打開策を求めるということが大事かなあ

と思っているところです。

ほかに関連してありませんで○武田委員長

しょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって商工観○武田委員長

光労働部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れ様でした。

暫時休憩いたします。

午後１時26分休憩

午後１時38分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

当委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

。○明利県土整備部長 県土整備部でございます

よろしくお願いいたします。

議案等の説明に入ります前に、３点ほど御報

告を申し上げます。

申し訳ありませんが、着席をさせていただき

ます。

１点目は、台風10号についてであります。

被害状況につきましては後ほど担当課長から

説明させますが、報道等でも御承知のとおり、

この台風10号によりまして、椎葉村の鹿野遊地

区では大規模な土砂崩れが発生いたしました。

県土整備部といたしましては、現在、国と復

旧について協議を進めているところであります

が、引き続き、国や椎葉村と連携しながら、一

日も早い復旧に全力で取り組んでまいります。

２点目は、高速道路についてであります。

東九州自動車道の日南東郷インターチェンジ

及び奈留インターチェンジにつきましては、こ

れまで片方側からしか出入りのできない、いわ

ゆるハーフインターチェンジとして計画されて

おりましたが、７月29日に国土交通省から、上

下線のどちらの方面にも出入りができるフルイ

ンターチェンジ化に向けた手続に着手するとの

発表がございました。

フルインターチェンジ化が実現すれば、日南

市及び串間市における高速道路の利便性が大き

く向上いたしますとともに、東九州自動車道で

唯一未事業化区間として残されております南郷

～奈留間の事業化に向けて大きな弾みがつくも

のと、大変、期待をしております。

県といたしましては、引き続き沿線自治体等

と連携を図りながら、県内高速道路の一日も早

い全線開通を目指し、全力で取り組んでまいり

ます。

３点目は、国道10号住吉道路についてであり

ます。

７月30日に国土交通省から、国道10号住吉道

路に関する環境影響評価方法書の事業者案につ

いて宮崎県へ提出がございました。

これは、国道10号住吉道路の新規事業化に向

けた第一歩であり、県といたしましては、国や

宮崎市と連携しながら、所定の手続を迅速に進

めるとともに、一日も早い事業化に向け、都市

計画決定など、必要な手続についてもしっかり

と取り組んでまいります。先ほど申し上げまし
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た県内高速道路の早期整備と併せまして、引き

続き県議会の皆様の御支援、御協力をよろしく

お願い申し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、概要

を御説明いたします。

今回提案しております、令和２年９月定例県

議会提出議案及び令和２年９月定例県議会提出

報告書のうち、県土整備部に関係するものにつ

きまして、お手元の商工建設常任委員会資料に

取りまとめております。

資料の表紙をめくっていただきまして、目次

を御覧ください。

まず、議案でございますが、一般会計補正予

算案のほか、特別議案１件でございます。

次に、報告事項につきましては、損害賠償額

を定めたことについてほか３件、最後に、その

他報告事項といたしまして、台風10号の被害状

。況ほか１件について御報告させていただきます

詳細につきましては、担当課長等から説明さ

せますので、よろしく御審議のほどをお願いい

たします。

私からの説明は以上でございます。

管理課であります。県土整備○斎藤管理課長

部９月補正予算の概要について、御説明いたし

ます。

委員会資料１ページをお開きください。

県土整備部の９月補正予算一覧であります。

右から３列目の太線で囲んでいるＤの列の９

月補正額を御覧ください。

、後ほど建築住宅課長から御説明いたしますが

木造建築物等地震対策促進事業などの実施に伴

う補正で、1,104万6,000円の増額をお願いして

おります。その結果、９月補正後の予算額は、

右のＥの列ですが、912億6,540万円で、対前年

度比107.2％となっております。

また、今回補正のない特別会計を合わせまし

た９月補正後の部予算の合計は、Ｅの列の一番

下ですが、926億8,722万6,000円で、対前年度比

で106.6％となっております。

次に、２ページをお開きください。

一般会計の繰越明許費補正の集計表でありま

す。太線で囲んでおります９月議会申請分の欄

が今回の申請額でありまして、追加の８事業と

変更 増額 の10事業を合わせまして 61億9,184（ ） 、

万1,000円をお願いしております。

３ページを御覧ください。

追加は合計８事業の10億3,080万円であります

が、主な事業は、下から２番目の、油津港の耐

。震岸壁工事などの公共港湾建設事業であります

次に、４ページをお開きください。

変更は、合計10事業の51億6,104万1,000円の

増額でありますが、主な事業は、上から１番目

の国道327号線のバイパス工事などの公共道路新

設改良事業、及び３番目の祝子川の河川改修工

事などの公共河川事業であります。これらの繰

越しの主な理由といたしましては、関係機関と

の調整に日時を要したこと等によるものでござ

います。

なお、下から３番目の県単都市公園整備事業

につきましては、総合運動公園の津波避難施設

整備に係る事業で、様々な御意見を頂いており

ましたので、現在の進捗状況を含め、後ほど、

美しい宮崎づくり推進室長から御説明いたしま

す。

私からの説明は以上であります。

建築住宅課であります。○金子建築住宅課長

お手元の歳出予算説明資料の79ページをお開

きください。

県土整備部一般会計の欄、下から３行目の当
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課の補正予算額は1,104万6,000円の増額で、補

。正後の予算額は22億5,286万6,000円となります

、 。以下 補正の内容について御説明いたします

83ページをお開きください。

上の段の（事項）建築物防災対策費でありま

す。

これは、木造建築物等地震対策促進事業にお

きまして、市町村からの要望件数が当初の計画

を上回る見込みとなったことから、573万6,000

円の増額をお願いするものであります。

次に、下の段 （事項）住まいづくり対策費で、

あります。

説明欄の住宅供給公社資産管理事業でありま

すけれども、内容につきましては常任委員会資

料で御説明いたします。

委員会資料の５ページをお開きください。

住宅供給公社資産管理事業について御説明い

たします。

１の事業の目的・背景でありますが、宮崎県

住宅供給公社は令和２年３月31日をもって解散

し、現在は清算法人として清算結了の準備を進

めております。公社の有する残余財産について

は、地方住宅供給公社法により、唯一の出資者

であります県に全て帰属することとなります。

県に帰属する資産としまして、宮崎市のまなび

野団地の定期借地権付賃貸土地のほか、売却処

分に至らなかった資産があることから、今後、

貸付料の徴収や資産管理等を適正に実施するた

めの経費として、今回補正予算をお願いするも

のであります。

ここで、資料の下のほうの参考のところを御

覧いただきたいと思います。

参考の欄①の県への業務引継の流れを御覧く

ださい。

公社は解散した後、県に資産や業務を引き継

ぐため、清算法人として資産売却や、債権・債

務の整理などの清算事務を進めております。公

社は、清算事務終了後、速やかに清算結了をし

たいとしておりますので、県はその後、帰属し

た資産を適切に管理していく必要があることか

ら、今回の補正予算をお願いしたところであり

ます。

次に、参考②の①に伴う歳入についてでござ

いますが、公社の清算に伴い、出資金1,020万円

と剰余金約61億6,000万余を合わせまして約61

億7,000万円余が県の歳入となります。これにつ

きましては、宮崎県国民スポーツ大会・全国障

害者スポーツ大会の開催のための基金に積み立

てられることとなっております。また、土地の

貸付料として、10月からの半年間で約570万円余

の歳入を見込んでおります。

次に、資料の上のほうに戻っていただきまし

、 。て ２の事業の概要について御説明いたします

まず （１）の予算額でありますが、531万円、

を計上しております。

（２）の財源につきましては、その他特定財

源といたしまして、先ほど御説明いたしました

土地貸付料を充てることとしております。

（３）の事業期間でありますが、継続して業

務を行う必要があるため、今回の補正予算の議

決を頂いた後、今年度からとしております。

次に （４）の事業内容でありますが、表の１、

行目のまなび野定期借地権付賃貸土地につきま

しては、土地の貸付けに伴う賃料徴収のほか、

借地人の方から購入希望がありました場合の売

却に伴う業務がございます。

また、表の下３行につきましては、最終的に

処分に至らなかった資産になりますが、これら

の敷地内にある電柱の使用料徴収のほか、歩道

・通路の舗装、草刈り等の維持・修繕の業務を
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行うものであります。

次に、３の事業の効果でありますが、上記事

業を実施することにより、県に帰属する資産の

適切な維持管理が図られるものと考えておりま

す。

建築住宅課は以上でございます。

美しい宮崎○梅下美しい宮崎づくり推進室長

づくり推進室でございます。

委員会資料６ページをお開きください。

ひなた宮崎県総合運動公園の津波避難施設整

備事業における現在の進捗状況、並びに一部工

事の繰越しにつきまして、御説明させていただ

きます。

１の整備計画図で赤色に旗揚げしております

のが、新設する津波避難施設であります。左か

ら、Ａエリアでは避難デッキを２基と連絡橋を

１橋、Ｂエリアでは盛土高台を２山とメインス

タンドデッキを２基、Ｃエリアでは避難デッキ

を２基、それぞれ整備を進めているところであ

ります。

また、計画図の下には、参考として、各施設

の整備イメージ図をお示ししております。

右の７ページを御覧ください。

各エリアごとの整備進捗状況の一覧表になり

ます。

工事の進捗状況としましては、現在着手済み

の工事は、上から、Ａエリアでは３塁側の避難

デッキ工事と連絡橋工事、Ｂエリアでは盛土高

台の地盤改良工事、Ｃエリアではテニスコート

側の避難デッキ工事で、それぞれ鋭意施工中で

あります。

次に、表の中の①から④の赤破線の工事は、

今後発注を予定しておりますが、工期が令和３

年度にわたる繰越しとなりますので、一番右の

欄でその理由を御説明いたします。

上から順に、まず①の１塁側避難デッキ工事

につきましては、昨年度発注した３塁側の避難

デッキ工事に続いて発注を予定しておりました

が、サンマリンスタジアムの維持管理の観点、

また利用者の安全確保、さらには現場事務所や

資機材置場として利用します駐車場のスペース

確保の観点などから、有料の公園施設を管理し

ます教育委員会と再度検討しました結果、工期

、の重複を極力回避することが望ましいと判断し

発注する時期を遅らせたためであります。

次に、②の盛土工事につきましては、昨年度

の地質調査及び詳細な設計や解析をした結果、

地震発生時の液状化対策として必要となった地

盤改良工事に不測の日数を要するためでありま

す。

次に、③のメインスタンドデッキ工事は、そ

の大きさを決定するには盛土高台の避難対象人

、 、数が確定した後 調整する必要がありましたが

盛土高台の大きさなどの検討に不測の日数を要

したことから、その影響によりデッキ工事の発

注時期に遅れが生じたものであります。

、 、最後に ④の運動広場側の避難デッキ工事は

上の①と同様に、工期の重複を極力回避する目

的で発注時期を遅らせたためであります。

以上による繰越額は、表の一番下に記載のと

おり14億1,000万円を申請しておりますが、その

全額には地方財政措置の手厚い緊急防災・減災

事業債を活用いたします。今回の繰越しを行い

ましても、総額60億円には変更はありません。

また、今後とも総事業費の削減に向け、コス

ト縮減に努めてまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

。○国府道路建設課長 道路建設課でございます

議案第16号「工事請負契約の変更について」

であります。
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委員会資料の８ページを御覧ください。

議案第16号は、国道327号尾平工区で施工しま

す （仮称）尾平トンネル（２工区）に関する工、

事請負契約の変更についてであります。

１の事業概要は、尾平工区全体の事業概要で

あります。尾平工区は、椎葉村大字松尾におけ

る道路改築事業で、延長2,000メートル、車道幅

員5.5メートル、全幅7.0メートル、全体事業費

約41億円であります。

２の工事概要が （仮称）尾平トンネル（２工、

区）の工事概要で、延長723メートル、車道幅

員5.5メートル、全幅8.0メートルであります。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額が16億2,183万492円、変更契約の金額が17

億972万3,652円。8,789万3,160円の増額であり

ます。

契約の相手方は松本・谷口・松浦特定建設工

事共同企業体、工期は平成30年12月４日から令

和２年10月31日までで、変更はありません。

４の変更理由であります。トンネル掘削工に

おいて、当初想定していたよりも脆弱な地質区

間が存在したことから、当該区間における掘削

中の安定対策の追加が必要となったこと、イン

フレスライド条項の適用などにより、請負金額

の変更を行うものであります。

９ページを御覧ください。

変更の内容について御説明いたします。

上の図はトンネルを横から見たもので、尾平

トンネルの全体延長は1,751メートルあり、２工

区に分割して施工しております。本工事は図面

の左側の工区で、施工延長723メートルのうち赤

色で着色した２区間、計249メートルにおいて安

定対策を追加するものです。

まず、①の支保パターンの変更です。

220メートルの区間は、当初想定していたより

も脆弱な地質であったため、地質に合わせた施

工方法としております。工法検討に当たりまし

ては、専門の学識者の意見を頂き、鋼製支保工

や地中に打ち込むロックボルトを増やすなどの

対策を追加しております。

次に、②の補助工法の追加です。

29メートルの区間は、地質の状況により、掘

削中のトンネルに安定性を確保する必要が生じ

たことから、長尺鋼管を追加するものでありま

す。

最後に、③インフレスライドによる変更につ

いてです。

10ページを御覧ください。

、 、下図に示したように 本工事につきましては

全国的な労務単価の上昇から、平成31年２月22

日及び令和２年２月14日の国交省通知に基づき

まして、インフレスライド条項を適用し、請負

代金を変更するものであります。

以上の対策に伴い、請負金額の変更を行うも

のであります。

。道路建設課につきましては以上でございます

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

住宅供給公社の資産管理事業につ○西村委員

いて伺いますが、もう清算をされて、今その後

片づけというか、その状況になっていると思う

んですけれど、購入希望があって定借のままで

あると、何年か後にまた県にその土地が戻って

きてしまう場合もありますよね。その場合の土

地の管理であったりは県が直接行うのでしょう

か。

定期借地権付土地につき○金子建築住宅課長

ましては、途中で賃貸契約を解消して他人に譲

渡することもできますし、県のほうでその譲渡

がありましたら管理していくことになります。
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途中で借地されている方が購入することもでき

ることになっております。

すみません、ちょっと聞き方が悪○西村委員

かったんですけど。

そうなりますと、その土地を売却したり貸し

たりして得る資産価値が、売買であったり賃貸

であったりするもので変わってくるじゃないで

すか。そういったものを毎回、毎年、県のほう

が管理をされて今後もずっとやっていくのか、

もしくは宅建協会みたいな、また何か別の組織

、 。に委託するのか その辺を教えていただきたい

これは定期借地権という○金子建築住宅課長

ことで51年の長期契約を結んでおりまして、途

中で借地をされている方が購入する場合もあり

ますが、基本的には、51年経過した時点で更地

にして、敷地を返却していただくことになって

おります。

では、これは県の資産となった以○西村委員

上、ほかのいろんな公営住宅とかと一緒にずっ

と県が管理をしていくような考え方でいいとい

うことですか。

これは、住宅のほうは賞○金子建築住宅課長

味期限をもって売買しているものでして、敷地

については、長期貸付けということであります

ので、これで貸付側が代わるといけません。そ

ういった契約者の方との特別な理由があります

ので、県が今後も管理していくということで引

継ぎを受けることになっております。

分かりました。ありがとうござい○西村委員

ます。

関連して、まなび野で売却に至○前屋敷委員

。らなかった土地資産はどれくらいあるんですか

売却まで至らなかった資○金子建築住宅課長

産につきましては、生目台の駐車場とか菜園で

貸付けを行った土地、それから大塚台西３丁目

で以前商店が立っていたところの敷地になりま

す。それから、平和が丘の池内小学校等の境に

あります狭小地がありまして、そこが賃貸とか

売却とか進まなかった場所になります。

失礼しました。私が理解をし損○前屋敷委員

なっておりまして。

まなび野の土地だけが残ったわけじゃないん

ですね。この下の表の中の、下から３つ書いて

ある、この分だけが、直接もう県が管理してい

くということなわけですね。

まなび野の定期借地権に○金子建築住宅課長

つきましては、公社からその管理を引き継ぐと

いうことでありまして 「売却に至らなかった土、

地」というのは、それ以外の、先ほども説明し

ました箇所になる資産になります。

分かりました。○前屋敷委員

ほかに。ないでしょうか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○武田委員長 ないようでありますので 次に

報告事項に関する説明を求めます。

道路保全課であります。○有馬道路保全課長

委員会資料の11ページをお開きください。

道路の管理瑕疵に係る損害賠償を定めたこと

につきまして、地方自治法第180条第２項の規定

に基づき、御報告いたします。

今回の報告は、人身及び物損の事故が１件、

そして物損事故が４件でございます。

それぞれの事故の内容について御説明申し上

げます。

発生日、発生場所等につきましては、資料の

左側の欄に記載のとおりでございます。

１番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道上にあった落石に乗り上げ、オイルタンク

等を損傷したものであります。本件は、被害者

に前方不注視の過失がありますので、３割の過



- 38 -

令和２年９月16日(水)

失相殺を行っております。

２番目の倒木事故につきましては、道路上空

から落下してきた木が車両を直撃しまして、右

肩関節捻挫等の受傷とともに、フロントガラス

等を損傷したものであります。本件は、事故の

状況から被害者に過失を問うことはできないと

判断し、過失相殺は行っておりません。

３番目の穴ぼこ事故につきましては、車道上

に発生していた穴ぼこにより、タイヤを損傷し

たものであります。本件は、被害者に前方不注

視の過失がありますので ４割の過失相殺を行っ、

ております。

４番目の落石乗り上げ事故につきましては、

車道上にあった落石に乗り上げ、フロントアン

。 、ダーカバーを損傷したものであります 本件は

被害者に前方不注視の過失がございますので、

３割の過失相殺を行っております。

５番目の枝落下事故につきましては、道路上

空から目の前に落下した枝に乗り上げ、バンパ

ー等を損傷したものでございます。本件は、事

故の状況から被害者に過失を問うことはできな

いと判断しまして、過失相殺は行っておりませ

ん。

損害賠償額につきましては、5,610円から36

万5,644円となっておりまして、全て道路賠償責

任保険から支払われます。

説明は以上でございますが、引き続き道路パ

トロールを徹底するなど、道路利用者の安全確

保に努めてまいりたいと考えております。

道路保全課の説明は、以上であります。

技術企画課でございます。○境技術企画課長

地方自治法第243条の３第２項及び宮崎県の出

資法人等への関与事項を定める条例第４条第３

項の規定に基づく、県出資法人等の経営状況等

について、御報告いたします。

報告書の133ページをお開きください。

公益財団法人宮崎県建設技術推進機構でござ

います。

まず、令和元年度の事業報告について御説明

いたします。

当機構は、１の事業概要に記載していますと

おり、県及び市町村の委託を受けて、公共工事

の積算検収や工事管理、工事積算システムの運

用管理などの業務を実施しております。

実績につきましては、２の事業実績に記載の

あります「積算等事業」や「施工管理事業」な

どを実施したところであります。詳細につきま

しては、後ほど説明いたします。

次に、報告書の199ページをお開きください。

令和２年度宮崎県出資法人等経営評価報告書

でございます。

まず、概要についてです。

、 、上から４行目ですが 総出資額は3,000万円で

そのうち県出資額が2,000万円であり、県出資比

率は66.7％となっております。

その下は、設立目的でございますが、当機構

、 、は 公共事業の円滑な執行を支援するとともに

建設事業の技術水準の向上を図ることにより、

良質な社会資本の整備を推進することを目的と

して設立された法人であり、特記事項にもあり

ますとおり、公共工事の適切な施工や品質の確

、 、保等について より一層の対応が求められる中

県及び市町村を支援する機関としての役割が増

大しているところです。

次に、その下にあります県関与の状況を御覧

ください。

、 。まず 上の段の人的支援についてであります

表の右側の令和２年度の合計のうち、役員数

は10名であり、その内訳は常勤役員３名、非常

勤役員７名となっております。常勤役員３名の
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内訳は、県職員が１名、県退職者が２名であり

ます。

また、職員数の欄でございますが、昨年度と

変わらず合計16名となっており、そのうち県職

員は６名であります。

次に、財政支出等についてであります。

委託料のみでありまして、令和元年度は２

億9,894万円となっております。

次に、主な県財政支出の内容についてです。

まず、①の積算等事業につきましては、工事

の発注に必要な実施設計書を作成する事業であ

りますが、令和元年度の決算額は２億1,521万円

余となっております。

次に、②の施工管理事業につきましては、工

事現場において施工体制の点検を行う事業であ

。 。ります 決算額は5,644万円余となっております

次に、③の電算事業につきましては、積算シ

ステムの保守管理をする事業であります。決算

額は1,316万円余となっております。

次に、④の新技術・新工法等各種情報提供事

業につきましては、建設事業に関する新技術、

新工法等、各種情報の提供を行う事業でありま

す。決算額は705万円余となっております。

最後に、⑤の資格取得支援事業につきまして

は、県内建設産業若年技術者等の資格取得の支

援を行う事業であります。決算額は704万円余と

なっております。

、 。次に その下の実施事業についてであります

実施事業の①及び③は県及び市町村からの受

、 、 、 、託事業 ② ⑤ ⑥及び⑦は県からの受託事業

④、⑧は市町村等からの受託事業となっており

ます。また、⑨のその他としまして、県及び市

町村の公共工事の執行に係る支援として、無料

の技術相談業務を実施しております。

、 。次に その下の活動指標についてであります

まず、①の積算等事業受託数は、機構の主要

事業であります積算事業などの状況を判断する

ための指標であります。令和元年度は、目標値

の120件の契約工区数に対しまして実績値が145

件、達成度は120.8％となっております。

次に、②の市町村等からの相談件数は、市町

、村への支援状況を判断する指標でございますが

目標値の80件の年間相談件数に対しまして実績

値が85件、達成度は106.3％となっております。

最後に、③の研修延べ受講者数は、技術水準

の向上を図る研修事業の取組状況を判断する指

標でございますが、目標値の1,900人の受講者数

に対して実績値が1,926人、達成度は101.4％と

なっております。

次に、200ページをお開きください。

一番上の財務状況についてであります。

表の左側は、正味財産増減計算書でございま

すが、その令和元年度の欄を御覧ください。

列の一番上にあります経常収益は５億1,528万

円余となっており、その１行下にあります経常

費用は５億1,080万円余となっております。

経常収益から経常費用を差し引いた当期経常

増減額は、プラス448万円となっております。

中ほどの一般正味財産期末残高は５億293万円

余となり、３行下の指定正味財産期末残高と合

わせますと、一番下の正味財産期末残高は５

億3,293万円余となっております。

次に、表の右側は貸借対照表となっておりま

すが、その令和元年度の欄を御覧ください。

列の一番上にあります資産は７億8,668万円余

となっており、その３行下にあります負債は２

億5,375万円余となっております。

列の中ほどにありますように、資産から負債

を差し引いた正味財産は５億3,293万円余となっ

ております。
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、 。次に 中段にあります財務指標についてです

まず、①の収支バランスは、公益法人認定法

が定める収支相償に関する指標であり、経常費

。用に対する経常収益の割合で評価しております

令和元年度は、目標値の100％に対しまして実績

、 、 。値 達成度も同じく 100.9％となっております

次に、②の正味財産増減率でございますが、

正味財産の増減の割合を評価するための指標と

しまして、前年度正味財産に対する当年度正味

。 、財産の割合で評価しております 令和元年度は

目標値の100％に対しまして実績値、達成度も同

じく、100.9％となっております。

次に、③の市町村等からの収入比率は、市町

村等からの受託の状況を判断するための指標で

ございますが、経常収益に対する市町村等から

の収入の割合で評価しております。令和元年度

は、目標値の50.0％に対しまして実績値が42.0

％、達成度は84.0％となっております。

これは、積算等事業において、国土強靱化対

、策などにより県からの受託数が増加したことや

アセットマネジメント支援事業において、市町

村の構造物点検が平成30年度に一巡し、令和元

年度は受託数が減少したことによるものでござ

います。

次に、直近の県監査の状況でありますが、監

査事務局による財政援助団体等の監査の結果、

指摘事項はございませんでした。

次に、一番下の総合評価でありますが、右側

の県の評価の欄を御覧ください。

活動内容について、活動指標の目標値を全て

の項目で達成することができております。

また、財務内容につきましては、先ほど財務

状況の中で御説明したとおり、収支バランスや

、正味財産増減率に関する目標値を達成しており

健全な財務体質を維持していることから、おお

むね評価できるものと考えております。

その下の欄、評価としましては、活動内容、

、 、 。財務内容 組織運営 全てをＡとしております

続きまして、令和２年度の事業計画について

御説明いたします。

戻っていただきまして、報告書の140ページを

お開きください。

１の基本方針の下から３行目以降に記載して

ありますとおり、今後とも、公益目的事業を的

確に実施していくとともに、社会情勢の変化や

ニーズに的確に対応しながら、事業の早期展開

に向けて取り組んでいくこととしております。

令和２年度の事業計画でございますが、本年

度も（１）の積算等事業や（２）の施工管理事

業 141ページに記載しております ８ のアセッ、 （ ）

トマネジメント支援事業などに取り組んでまい

ります。

次に、142ページを御覧ください。

収支予算書についてであります。

まず （１）の経常収益は、事業収入など合計、

で、線で囲まれたところでございますが、当年

度６億8,858万円余を見込んでおります。

次に （２）の経常費用でございますが、143、

ページを御覧ください。

中ほどの経常費用計の欄でございますが、７

億2,371万円余を見込んでおります。

技術企画課につきましては、以上でございま

す。

。○国府道路建設課長 道路建設課でございます

引き続き、宮崎県道路公社の経営状況につい

て御報告いたします。

報告書の７ページをお開きください。

まず、令和元年度事業報告書について御説明

いたします。

１の事業概要でありますが、一ツ葉有料道路
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の北線・南線の料金徴収及び維持管理や、休憩

所の管理等を行ったところであります。

なお、一ツ葉有料道路は令和元年度に無料化

、 、の予定でありましたが 国土強靱化の観点から

橋梁の耐震対策等の工事が必要なため、料金徴

収期間を10年間延長いたしております。

２の事業実績でありますが、表右側の事業実

績欄を御覧ください。

北線の通行台数は年間約265万台、料金収入４

億5,766万円余、南線の通行台数は年間約417万

、 。台 料金収入７億5,362万円余となっております

、 。次に 経営状況等について御説明いたします

報告書の201ページをお開きください。

宮崎県出資法人等経営評価報告書により御説

明いたします。

この報告書につきましては、令和元年度の事

、 。業終了時に経営評価を行い 作成しております

まず、一番上の表の概要を御覧ください。

上から４行目の総出資額は29億8,700万円で、

県出資比率は100％であります。

次に、中ほどの表の県関与の状況を御覧くだ

さい。

まず、人的支援でありますが、表の右側の令

和２年度の欄を御覧ください。役員数は合計４

名で、そのうち県職員１名、県退職者２名、そ

れ以外の者として公認会計士１名となっており

ます。

また、３行下の職員数は合計13名で、そのう

ち県職員４名、県退職者が７名となっておりま

す。

、 、その下の欄 県の財政支出等につきましては

該当がございません。

次に、下段の表、実施事業を御覧ください。

道路公社では、①から③の事業を行ってきた

ところであります。

次に、その下の活動指標を御覧ください。

活動指標は２つ掲げておりまして、①の一ツ

葉有料道路利用台数につきましては、令和元年

度欄にありますように、目標値678万1,000台に

対しまして実績値682万2,000台で達成度は100.6

％、②の有料道路回数券販売活動につきまして

は、目標値２億8,957万6,000円に対しまして実

績値２億9,285万6,000円で達成度は101.1％と

、 。なっており ともに目標値を上回っております

次に、202ページをお開きください。

一番上の表の財務状況を御覧ください。

、 、まず 表の左側の収支計算書でございますが

令和元年度の収入、支出はともに11億8,806万円

余であります。

、 。収入は 通行料金収入が主な収入であります

支出でありますが、その内訳としまして、事

業費は、道路補修や植栽等の維持管理費で５

億3,311万円余、管理費は、公社役職員の人件費

、 、や管理諸費で１億4,309万円余 その他の支出は

償還準備金繰入金や道路事業損失補塡引き当て

損で５億1,185万円余となっております。

次に、右側の貸借対照表であります。

令和元年度の資産は、流動資産と固定資産を

合わせて216億9,681万円余となっており、その

３行下の負債は187億981万円余となっておりま

す。

その下の、資産から負債を差し引いた正味財

産は29億8,700万円となっております。

次に、その下の財務指標でありますが、借入

金等償還率を指標としております。

指標の達成度でありますが、令和元年度欄に

ありますように、目標値100％に対しまして実績

、 。値 達成度とも同じく106.3％となっております

なお、令和２年度以降の目標値につきまして

は、耐震対策等の財源確保のため料金徴収期間
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を延長したことを踏まえまして、②道路料金収

入の計画値を指標に追加をいたしております。

中段の表の、直近の県監査の状況を御覧くだ

さい。特に指摘事項等はありませんでした。

次に、下段の表、総合評価を御覧ください。

表の右側、県の評価であります。

令和元年度は、各目標値を全て達成できてお

ります。引き続き、料金収入の確保や経費削減

に取り組み、経営基盤の強化を図るなど、県出

資金の早期償還に努め、また、国土強靱化の観

点から、県民の生命、安全、安心な暮らしを守

るため、道路等の計画的な補修、橋梁等の耐震

対策及び津波避難誘導対策に早期に取り組む必

要があり、既に今年度着手しているところであ

ります。

次に、評価としましては、活動内容、財務内

、 「 」、 。容 組織運営ともに Ａ 良好としております

続きまして、令和２年度の事業計画について

御説明いたします。

報告書の11ページをお開きください。

令和２年度の事業計画書であります。

１の事業概要、２の事業計画でありますが、

引き続き料金徴収及び維持管理等を行うととも

に、橋梁耐震化及び避難誘導対策に取り組んで

まいります。

12ページをお開きください。

３の収支計画でございますが、収入は９

億3,609万円余、支出は13億9,099万円余を見込

んでおります。

なお、収支差の４億5,490万円余につきまして

は、毎年度、利益相当分を積み立ててきた償還

準備金を充てることにしております。

道路建設課につきましては、以上でございま

す。

。○金子建築住宅課長 建築住宅課でございます

引き続き、県出資法人等の経営状況について

御報告いたします。

お手元の令和２年９月定例県議会提出報告書

の１ページをお開きください。

宮崎県住宅供給公社であります。

まず、令和元年度事業報告書について御説明

いたします。

１の事業概要でありますが、資産整理計画に

基づき、公社保有資産の処分に努めたところで

あります。宮崎市内にあります生目台駐車場の

土地資産につきましては、処分を進めた結果、

約６割が売却となったほか、住宅公社の社屋ビ

ル及び土地の売却を行いました。

なお、当法人は国土交通大臣の認可により令

和２年３月31日をもって解散し、現在、清算法

人として清算事務及び清算結了の準備を進めて

いるところであり、県への円滑な引継ぎが行え

るよう調整を進めております。

２の事業実績でありますが、表には事業によ

る収入を示しておりまして （１）の賃貸管理事、

業が1,773万円余となっております。

次に、経営状況等につきまして御説明いたし

ます。

同じ報告書の203ページをお開きください。

宮崎県出資法人等経営評価報告書により御説

明いたします。

まず、上段の表の概要ですが、上から４行目

の総出資額は1,020万円で、県出資比率は100％

であります。

また、その下の特記事項にありますように、

公社の事業目的はほぼ達成できたことから、当

法人は令和２年３月31日をもって解散となって

おります。

次に、中ほどの表の県関与の状況を御覧くだ

さい。
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まず、人的支援でありますが、表の右側の令

和２年度の欄のとおり、令和元年度末で解散し

ているため該当がございません。

その下の財政支出等につきましても、該当が

ありません。

次に、一番下の表を御覧ください。

公社では、実施事業の欄にあるとおり、①と

。②の２つの事業を行ってきたところであります

次に、その下の活動指標を御覧ください。

①の資産処分進捗率につきましては、平成26

年度当初の処分対象件数29件のうち、昨年度ま

でに25件を処分しましたので、実績値は86.2％

となっております。

なお 一部の資産について 処分に至らなかっ、 、

たことから、これらの資産については公社から

県に引き継ぐことになります。

次に、204ページを御覧ください。

表の一番上の財務状況の欄を御覧ください。

まず、左側の収支計算書について御説明いた

します。

３行目の収入の欄でございますが、令和元年

度は１億8,548万円余となっております。昨年度

に比べて大きく増加しておりますが、これは主

に賃貸管理事業での事業収入のほか、住宅公社

の社屋ビル等の資産整理に伴う固定資産の売却

益を特別利益として計上したためであります。

これに対し、上から７行目、支出は7,742万円

余となっております。これは、事業費や人件費

等の管理費のほか、その他の支出は、公社資産

整理に伴う不動産鑑定料、広告料などでござい

ます。

その結果、収入から支出を差し引きました当

期収支差額は、１億806万円余の黒字となってお

ります。

次に、右側の貸借対照表について御説明いた

します。

上から３行目の資産は、流動資産と固定資産

を合わせ、令和元年度は70億3,330万円余となっ

ております。

上から６行目の負債でありますが、流動負債

と固定負債を合わせ １億9,518万円余となって※

おります。

下から３行目の資産から負債を差し引いた正

味財産は、68億3,812万円余となっております。

次に、その下の財務指標であります。

①の借入金依存率につきましては、借入金は

ございませんので達成度は100％となっておりま

す。

中ほどの表の、直近の県監査の状況について

は記載のとおり、工事契約事務につきまして注

意事項が１件ありましたが、適切な事務処理を

行うよう指導したところでございます。

一番下の表の総合評価を御覧ください。

右側の県の評価でありますが、解散に向けて

資産の処分を進めたが一部未処分資産が残った

ため、公社の解散により、県に資産を引き継ぐ

こととなりました。

、 、今後は 県への業務引継ぎが円滑に進むよう

残余財産及び関連資料の整理に取り組む必要が

あると考えております。

次に、評価でありますが、活動内容、財務内

容、組織運営をともに「Ａ」の良好としており

ます。

、 、なお 令和２年度の事業計画につきましては

解散しておりますので該当はございません。

建築住宅課は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

道路公社について質問したいんで○西村委員

※次ページに訂正発言あり
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すけれども、コロナの影響が今年の２月ぐらい

から始まって、通行量や徴収額に影響が出てい

るかどうかを教えてください。

本議会で部長が答弁しま○国府道路建設課長

したけれども、今年の３月～８月までの６か月

間を見ますと、交通量が約87％、料金収入は値

下げの影響もありまして約69％となっておりま

す。

この交通量につきましては、全国の高速道路

等を調べてみますと、やはり同じような傾向で

交通量の減少が見られておりますので、新型コ

ロナウイルス感染症の影響であろうと考えてお

ります。

ただ、５月14日の緊急事態宣言解除後には、

北線でありますけれども、前年比以上の交通量

となっている時期もございまして、今後とも経

営努力を続けながら利用状況を注視してまいり

たいと考えております。

今回の報告書の数値は令和２年度○外山委員

３月末までですよね。令和４、５、６、７、８

年は予想として、厳しい状況と見とったほうが

いいのでないか。

たまたま、今おっしゃったように５月の解除

後は少し増えたとおっしゃるけれども、実は４

月、５月や８月の落ち込みを見ると、９月以降

に急激な増えると期待できないところがある。

今回の決算はもちろん３月までですから、コ

ロナの影響は４月以降ですからね、これには反

映しないけれども、なかなか厳しいかもしれま

せん。

答えは結構ですよ。

、 。○武田委員長 ほかに 関連以外でないですか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○金子建築住宅課長 建築住宅課でございます

先ほどの経営評価報告書の中で、１点訂正を

させていただきたいと思います。

経営報告書の204ページの貸借対照表の負債Ｂ

の令和元年度の欄でありますが 私は １億9,518、 「

万円余」と申し上げましたけれども、正確には

「１億9,517万円余」でございます。おわびして

訂正させていただきます。

それでは、次に、その他報告事○武田委員長

項に関する説明を求めます。

河川課でございます。○小倉河川課長

台風10号の被害状況について御説明いたしま

す。

別冊の資料の１ページを御覧ください。

まず、気象概況についてですが、台風10号に

よる豪雨は、県北の山沿いを中心に猛烈な雨が

観測され、美郷町南郷の渡川ダムで最大時間雨

量が64ミリ、最大24時間雨量が646ミリ、総雨量

が735ミリ観測されております。

次に、公共土木施設の被害状況についてであ

りますが、９月６日から７日までの台風10号に

よる道路や河川などの公共土木施設の被害は、

９月14日現在で、県が管理する施設で24か所、

被害額は約15億3,000万円、市町村が管理します

施設で77か所、被害額は約９億5,000万円で、県

全体で被害箇所は101か所の被害額としましては

約24億8,000万円となります。詳細につきまして

は、下の表を御覧ください。

次に、県の被害状況についてでありますが、

２ページに主な箇所の被災状況写真を上げてお

りますので、併せて御覧ください。

、 、まず 道路施設についてでありますけれども

県道上椎葉湯前線ほか５路線の16か所で被害が

発生しております。県道上椎葉湯前線は、２ペ

ージの写真にもありますように、道路斜面から

の崩土により道路一面に土砂が流出し通行止め

としておりましたが、現在は、２トン車以下の
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車は通行可能となっております。

次に、河川施設についてでありますが、二級

河川耳川水系耳川ほか３河川の６か所で被害が

発生しております。耳川につきましては、写真

にありますように、護岸が流出し、上部の斜面

も一部崩落しているような状況にございます。

次に、急傾斜施設についてでありますが、椎

葉村の鹿野遊地区の１か所の被害が発生してお

ります。鹿野遊地区は、急傾斜からの土砂災害

により被災したものでありますが、詳細につき

ましてはこの後、砂防課より御報告申し上げま

す。

最後に、港湾施設についてでありますが、延

岡市の延岡港海岸の方財地区の１か所で被害が

発生しております。延岡港海岸は、波浪により

緩傾斜護岸が被災したものであります。

なお、これらの公共土木施設災害につきまし

ては、 11月中に国の災害査定を受けまして、早※

期復旧を行うこととしております。

説明は以上でございます。

砂防課であります。○小牧砂防課長

。同じく別紙資料の３ページをお開きください

台風10号による大雨により椎葉村大字下福良

鹿野遊地区で発生しました土砂災害につきまし

て、御報告いたします。

被害状況についてでございます。

被災日時は、令和２年９月６日の20時から21

時の間に発生したと推定されております。被災

場所は椎葉村大字下福良、人的被害は１名が負

傷され、今日現在も依然４名の方が行方不明で

あります。建物被害は、住家全壊が１戸、非住

家２戸であります。

右側の航空写真を御覧ください。崩壊は長さ

約300メートル 高さ約170メートル 幅は下が17、 、

メートル、上が約38メートル、崩壊した土砂は

十根川を挟んだ対岸の国道265号まで達しており

ます。

降雨状況についてでございます。

椎葉駐在所にあります雨量計では、総雨量

で569ミリ、崩壊発生直前の６日の20時までの累

計雨量で394ミリ、最大時間雨量は崩壊発生直前

の19時から20時までの１時間に39ミリを記録し

ております。

４ページを御覧ください。

災害発生翌日の９月７日に、国へ土砂災害専

門家の派遣を要請し、９月８日に現地調査を実

施していただき、捜索活動への注意点や今後の

復旧に向けた技術的助言を受けたところです。

調査結果によりますと、土砂災害発生のメカ

ニズムは、下段にありますように、まず、強い

降雨により大量の地下水が集中し、最初に斜面

中腹部から下の斜面、写真では①の部分が崩壊

し、その影響で上部斜面、写真では②の部分の

表層崩壊が拡大したものと想定されます。

また、崩壊した土砂は、十根川を横断し、写

真では③の国道265号まで達していることから、

かなりの勢いであったと推測されます。

今後の対応についてでありますが、現地の対

策について県土整備部で行うこととしており、

現在、測量を完了し調査設計に着手しており、

対策工法について国と協議を行っているところ

です。

また、対策につきましては、国の補助事業で

取り組めるよう、事業採択に向けた作業を行っ

ているところであります。

説明は以上であります。

委員会資料○梅下美しい宮崎づくり推進室長

のほうにお戻りいただきまして、12ページをお

開きください。

※47ページに訂正発言あり
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美しい宮崎づくり推進計画に基づく令和元年

、 。度の主な施策につきまして 御報告いたします

１の施策の実施状況でありますが、推進計画

では、令和８年度までの10年間の計画期間中に

特に力を入れて取り組むべき３つの重点施策と

して、１つ目に景観による地域のブランド力向

上、２つ目に景観を生かした“おもてなし 、”

３つ目に宮崎を美しくする人づくりを定めてお

り、各部局が連携して、美しい宮崎づくりに関

。する施策を令和元年度も実施してまいりました

以下、主な取組について、四角囲みの中に黒

ひし形の箇条書きで記載している中から、実施

状況の写真を使い、御説明いたします。

まず、重点施策１、景観による地域のブラン

ド力向上であります。

①の価値の高い景観づくりとしまして、写真

１の植栽イベントなどを行う美しい宮崎づくり

活動団体の支援や、写真２の国立公園内におけ

るビューポイントの整備のほか、写真３のとお

り、視点場の眺望の確保による景観の磨き上げ

を実施したところであります。

②の発信力の強化としまして、写真１のよう

な宮崎地域資源ブランドフォトコンテストを開

催したほか、写真２のとおり、国土交通省のガ

ーデンツーリズムに宮崎花旅365が登録された記

念の講演会、交流会の開催、また写真３のよう

な、美しい宮崎づくり大賞を受賞した活動団体

のＰＲ動画を制作したところであります。

右の13ページを御覧ください。

重点施策２、景観を生かした“おもてなし”

についてであります。

①の魅力ある地域づくりとして、写真１のこ

どものくにバラ園や、写真２の日向市、金ヶ浜

園地のライトアップのような、観光地の景観の

磨き上げが行われたほか、写真３のとおり延岡

市小川でのカヌー体験のような、県北地域の体

験型観光メニューの開発や販売促進に取り組ん

だところであります。

②の快適に観光できる環境づくりとして、写

真１のような電動自転車のレンタサイクル導入

を行った綾町など観光地づくりを行う市町村を

支援したほか、写真２のとおり、道路清掃や草

刈りなどの道路美化活動の支援、写真３の、串

間市都井岬に観光交流施設パカラパカの整備を

串間市が行ったところであります。

③のビッグイベントに向けた環境づくりとし

まして、写真１のような沿道修景美化推進路線

で33万本の花苗の植栽や、写真２のとおり、Ｊ

Ｒ日南線の南郷駅舎を西武ライオンズのチーム

カラーに塗り替える、地域住民によるおもてな

しの景観づくりに取り組んだほか、写真３の、

宮崎ブーゲンビリア空港にある花壇の植栽管理

を実施したところであります。

14ページをお開きください。

重点施策３の宮崎を美しくする人づくりにつ

いてであります。

①の気運の醸成として、写真１のとおり、美

しい宮崎づくりのつどいなど講演会やパネル展

を開催したほか、写真２のとおり、美しい宮崎

づくり大賞などの知事表彰を実施し、写真３の

ような海岸愛護活動に取り組む団体を支援して

まいりました。

②の未来の景観を担う人づくりとして、写真

、１のように小中学校において景観教室の開催や

写真２のとおり、庭造りの専門家であるガーデ

ナー勉強会の開催、また写真３のような景観ま

ちづくりアドバイザーの派遣を実施いたしまし

た。

、 、③の連携体制づくりとして 写真１のとおり

美しい宮崎づくり活動団体同士の交流会を県内
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３か所で開催したほか、写真２のように活動団

体と連携した花壇造りの実施や、写真３のよう

に河川パートナーシップ事業として堤防の草刈

。りなどを行う団体を支援したところであります

右の15ページを御覧ください。

２の今後の取組でありますが （１）に記載の、

とおり、美しい宮崎づくり推進計画に位置づけ

られております、ただいま御説明しました３つ

の重点施策を展開していくとともに （２）のと、

おり、知事をトップとします美しい宮崎づくり

推進本部の下、引き続き、各部局間の連携を図

りながら、景観行政団体である市町村や、県民

並びに事業者との、相互連携による美しい宮崎

。づくりを総合的に推進することとしております

また （３）のとおり、美しい宮崎づくり活動、

、 、団体などの支援や 積極的な情報発信によって

県民の機運醸成を図りながら 「愛着と誇りの持、

てる「美しい宮崎」の創造と継承」を目指して

今後とも取組を進めてまいります。

最後に、現在実施中の取組を１件、御報告い

たします。

参考のＰＲチラシにありますとおり、新型コ

ロナ対策として県の農政水産部が実施しており

ます「みやざき花いっぱいプロジェクト2020」

に連動しました、工事現場に花を飾ろうという

取組でありまして、今年７月から県の公共３部

で取り組んでいるところであります。

、県の美しい宮崎づくりのフェイスブックには

昨日までに25件の取組事例が投稿されておりま

して、そのうち４つの写真をここに掲載してお

ります。

この取組は、花苗の応援消費に加えまして、

建設業のイメージアップ、さらには美しい宮崎

づくりにもつながるものでございます。

、 、今後も 建設業の皆様の御協力を頂きながら

この取組につきましても情報発信に努めてまい

りたいと考えております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はございませんか。

、○小倉河川課長 河川課でございますけれども

先ほど台風10号の被害状況について説明した際

に、最後のほうで、11月中に国の査定を受けま

して早期復旧を図るというふうに説明申し上げ

ましたが、一部訂正させていただきたいと思い

ます。

この災害査定につきまして、大部分の箇所に

つきましては11月中を目標に災害査定を受けま

すけれども、調査や設計に時間がかかる案件に

つきましては、できるだけ早く、早急に査定が

できるように進めてまいりたいと考えておりま

す。

おわびと訂正です。よろしくお願いします。

、 。○武田委員長 それでは 質疑はありませんか

今ありました台風の被害のところ○田口委員

ですが、この崩落した杉林は民有林ですか。

椎葉村の鹿野遊地区のほうの○小牧砂防課長

崩落につきましては、民有地であります。

民有林であっても、これを県のほ○田口委員

うで全部やるということなんですね。

これにつきましては、当然そ○小牧砂防課長

の民有地ということで環境森林部のほうと調整

を図っておりまして、ここの箇所につきまして

は県土整備部のほうで取り組んでいくように今

調整を図っているところであります。

関連です。民有地ということです○日髙委員

よね。そこの災害査定に引っかかる、かからな

い、そこの判断の基準はどうなっているんです

かね。ここは被害が大きかったから当然そうい

うことになるのかなというのもありますが、小

令和２年９月16日(水)
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さいところだったら、かかるところ、かからな

いところ、その瀬戸際のラインというのは、ど

ういう法の中で、どういう規定で判断をされる

のか。

こちらの鹿野遊地区に関して○小牧砂防課長

申しますと、下のほうに、もともと県で整備し

ました急傾斜施設がございました。その施設が

被災を受けているので、これについては県の災

害というふうに考えております。

ただ、その施設自体は落石とかそういうもの

を防護する施設でありまして、今回の被災はか

なり上部 先ほど申しました民地のほうも含─

めての大きな崩落なものですから、これは災害

復旧だけでは取り組めないので、どういう事業

で取り組めるかも含めて今、国のほうと協議中

であります。

ここには載ってないけれども、５○日髙委員

メーターぐらいずっと擁壁があって、今回の場

合は、そこを乗り越えているわけですよね。

山がこれだけあったときに、その擁壁を造る

高さとか、そういういろいろ基準があると思う

んですが、今回の場合は、こういう高さの山が

崩れてくることを想定しても、やっぱりそうい

う、それぐらいの高さの擁壁を築くというよう

な形で基準としてはよかったのかどうか。

、○小牧砂防課長 先ほどの施設につきましては

急傾斜地対策事業ということで平成８年から11

年に実施しております。擁壁につきましては、

、その形状からラムダ擁壁と言われる擁壁でして

延長としては158.5メートル。

ただし、これはあくまでも急傾斜地の対策と

いうことで、落石 要するに斜面上にある石─

であるとかそういう落ちてきたものを防護する

施設ということで、実際こちらの写真で見てい

ただきますように、全体の土砂が崩れてくるの

を想定しているものではなく、そういう現象も

現地のほうではこれまで見受けられなかったも

のですから、建設当時は、斜面対策の施設とし

て基準を満たすものでありました。

同じ場所なんですが、この写真を○山下委員

見る限り、上のほうには林道か何か道路が通っ

ていたの。

、○小牧砂防課長 写真のほうの上部にあるもの

これは同じく、この地区で地すべり対策事業

今回崩落した斜面ではないんですが、その─

崩落した斜面よりちょっと斜め左の方向に向け

ての地すべり対策事業を実施しておりまして、

その施設を管理する管理用道路です。

この管理用道路につきましては、県と国から

来ていただいた専門の方と一緒に現地のほうを

調査しました。そちらのほうからの流れ込んだ

水で斜面が崩壊したんではないかという話もあ

りましたので、現地を見ましたところ、実際の

り面が崩壊するような流水、それがあったよう

な痕跡はございませんでした。

ですので、今回の原因は、大雨によって地下

水が多くなり、それが斜面の中腹部から出てき

。 、たことで崩壊したものではなかろうかと 実際

現地の斜面を見ましても、画像でも見られたか

もしれませんけれど、水がまだ流れているよう

な状況もございますので、そのあたりが原因で

あったと考えております。

この道路は管理道路ということで○山下委員

したので、普段、村民の方は、地域の人たちは

通ってない道路なの。

こちらは一応、管理用道路で○小牧砂防課長

はあるんですけれども、一般の方も通れるよう

な形になっております。

私は都城なんですが、こういう木○山下委員

材を出すための管理道路はいっぱい入っている
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んですよね。もちろん環境森林部もそういう事

業をどんどんやりながら木を持ち出しやすいよ

うにやっているんですが、結局、道路を造って

しまうと、排水が道路を横断したり、谷のほう

に一挙に水を持っていくもんですから、やっぱ

り崩落の原因をつくるんじゃないかなという思

いがあります。

国との協議の中で、道路から来る雨水がその

発生源ではないということですので、安心はし

たんですが、こういう場所がいっぱいあるんで

すよね。例えば小さいＵ字溝が入っているんで

すよ。その中にも落ち葉が詰まってしまい、そ

して砂利が入ってしまうと、一挙に道路から水

、が低いところに流れる場所がいっぱいあるなと

そういう思いで、ちょっと気になったもんです

から、聞いたところでした。

ほかには。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他で何かありませんでしょ○武田委員長

うか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で県土○武田委員長

整備部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後３時４分休憩

午後３時９分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

次に、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、18日金

曜日に行いたいと思います。開会時刻は13時と

したいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって本日の○武田委員長

委員会を終わります。

お疲れさまでした。

午後３時９分散会
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午後０時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 西 村 賢

委 員 日 髙 利 夫

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 査 増 本 雄 一

委員会を再開いたします。○武田委員長

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

各議案につきまして賛否も含め、御意見をお願

いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、これより議○武田委員長

案の採決を行います。議案の採決につきまして

は議案ごとがよろしいでしょうか、一括がよろ

しいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括で採決いたしま○武田委員長

す。

議案第１号から第３号及び第16号につきまし

ては、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○武田委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

次に、請願の取扱いについてであります。

請願第３号についてでありますが、この請願

の取扱いも含め、御意見をお願いいたします。

是非とも採択にしてもらいたい○前屋敷委員

と思います。

会派で検討した結果、いろんな国○西村委員

の対策等の効果を見るにはまだ早いという結論

でしたので、継続審査としていただきたい。

暫時休憩いたします。○武田委員長

午後０時58分休憩

午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、お諮りいたします。請願第３号を

継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第３号○武田委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目及び内容について御意

見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

午後１時４分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にしながら、正副委員長に
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御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○武田委員長

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。商工観光振興対策及び土木行政の推進

に関する調査については、継続調査といたした

いと思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○武田委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、見合わせておりました県南調査につい

てであります。

暫時休憩いたします。

午後１時５分休憩

午後１時９分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、調査を実施したいと存じますが、

調査日程については今、御意見が出ましたよう

に10月の28・29日で実施したいと思います。

また、調査を実施するに当たり、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況によっては県南調査

の見合わせ等も想定されますが、その時点の状

況を見て正副委員長で判断させていただきたい

と存じますので、御了承ください。

なお、調査先につきましては、同様の日程を

軸に一任いただいてよろしいでしょうか （ は。「

い」と呼ぶ者あり）ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時11分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

10月26日木曜日の閉会中の委員会につきまし

ては、内容については一任ということで御異議

ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○武田委員長

す。

その他、何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を終了○武田委員長

いたします。

委員の皆様、お疲れ様でした。

午後１時12分閉会


